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(57)【要約】
【課題】異方性部位を明瞭に描出することができる超音
波画像診断装置及び超音波画像診断方法を提供する。
【解決手段】送信部１２及び受信部１３は、複数の振動
子２ａを駆動して、互いに異なる複数の方向に対して超
音波の送受信をそれぞれ繰り返すことにより、走査領域
の一部又は全部が重複するように超音波の走査を複数回
行う。画像処理部１５は、送信部１２及び受信部１３に
よる超音波の走査の結果得られた受信信号から、複数の
コンポーネント画像データを生成する。異方性部位検出
部１６は、超音波画像データ及び受信信号の少なくとも
何れかに基づいて、被検体における超音波の反射の異方
性を評価する。画像処理部１５は、異方性部位検出部１
６による評価結果に応じて、複数のコンポーネント画像
データを合成した合成画像データを生成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の振動子を駆動して、被検体に向けて超音波の送受信を行って受信信号を得る超音
波探触子を備え、前記超音波探触子によって得られた受信信号から輝度に変換されて表さ
れた超音波画像を表示するための超音波画像データを生成する超音波画像診断装置におい
て、
　前記複数の振動子を駆動して、互いに異なる複数の方向に対して超音波の送受信をそれ
ぞれ繰り返すことにより、走査領域の一部又は全部が重複するように超音波の走査を複数
回行う送受信部と、
　前記送受信部による超音波の走査の結果得られた受信信号から、複数の超音波画像デー
タを生成する画像処理部と、
　前記超音波画像データ及び前記受信信号の少なくとも何れかに基づいて、被検体におけ
る超音波の反射の異方性を評価する異方性評価部と、
　を備え、
　前記画像処理部は、前記異方性評価部による評価結果に応じて、前記複数の超音波画像
データを合成した合成画像データを生成することを特徴とする超音波画像診断装置。
【請求項２】
　前記画像処理部は、前記異方性評価部による評価結果に応じた合成方法で前記複数の超
音波画像データを合成して前記合成画像データを生成することを特徴とする請求項１に記
載の超音波画像診断装置。
【請求項３】
　前記異方性評価部は、超音波の反射の異方性を示す異方性部位を検出し、
　前記画像処理部は、前記異方性評価部によって異方性部位を検出した部分と該異方性部
位を検出した部分以外の部分とで前記合成画像データを生成するときの合成方法を異なら
せることを特徴とする請求項２に記載の超音波画像診断装置。
【請求項４】
　整相加算を行うために使用する受信信号の振動子で構成する口径に対する受信フォーカ
ス点の深度の比率を０．８以下としたことを特徴とする請求項２又は３に記載の超音波画
像診断装置。
【請求項５】
　整相加算を行うために使用する受信信号の振動子で構成する口径に対する受信フォーカ
ス点の深度の比率を受信Ｆ値とし、超音波を送信する振動子で構成する口径に対する送信
フォーカス点の深度の比率を送信Ｆ値としたとき、受信Ｆ値に対する送信Ｆ値の比率を３
以上としたことを特徴とする請求項２～４の何れか一項記載の超音波画像診断装置。
【請求項６】
　前記送受信部は、前記異方性評価部による評価結果に応じて超音波を送受信するための
送受信条件を設定し、該設定した送受信条件にて超音波の走査を行い、
　前記画像処理部は、前記設定した送受信条件にて超音波の走査を行った結果得られた受
信信号から生成された複数の超音波画像データを合成した合成画像データを生成すること
を特徴とする請求項１に記載の超音波画像診断装置。
【請求項７】
　前記送受信部は、前記異方性評価部による評価結果に応じて設定される送受信条件とし
て、超音波を送受信する方向を設定することを特徴とする請求項６に記載の超音波画像診
断装置。
【請求項８】
　前記送受信部は、前記異方性評価部による評価結果に応じて設定される送受信条件とし
て、超音波の走査を行う走査領域の数を設定することを特徴とする請求項６又は７に記載
の超音波画像診断装置。
【請求項９】
　前記送受信部は、前記異方性評価部による評価結果に応じて設定される送受信条件とし
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て、整相加算を行うために使用する受信信号の振動子を設定することを特徴とする請求項
６～８の何れか一項に記載の超音波画像診断装置。
【請求項１０】
　前記送受信条件が設定された後における、整相加算を行うために使用する受信信号の振
動子で構成する口径に対する受信フォーカス点の深度の比率を０．８以下としたことを特
徴とする請求項６～９の何れか一項に記載の超音波画像診断装置。
【請求項１１】
　整相加算を行うために使用する受信信号の振動子で構成する口径に対する受信フォーカ
ス点の深度の比率を受信Ｆ値とし、超音波を送信する振動子で構成する口径に対する送信
フォーカス点の深度の比率を送信Ｆ値としたとき、前記送受信条件が設定された後におけ
る、受信Ｆ値に対する送信Ｆ値の比率を３以上としたことを特徴とする請求項６～１０の
何れか一項に記載の超音波画像診断装置。
【請求項１２】
　前記異方性評価部は、前記複数の超音波画像データのうちの２つの超音波画像データの
走査領域の重複する部分についての輝度の差分を算出し、該算出した輝度の差分が所定の
閾値以上である部分について異方性の評価を行うことを特徴とする請求項１～１１の何れ
か一項に記載の超音波画像診断装置。
【請求項１３】
　前記異方性評価部は、前記複数の振動子によって得られた整相加算を行う前の振動子毎
の受信信号に基づき、インコヒーレントサムに対するコヒーレントサムの割合であるコヒ
ーレンスファクターを算出し、該算出したコヒーレンスファクターに基づいて異方性の評
価を行うことを特徴とする請求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置。
【請求項１４】
　前記異方性評価部は、前記受信信号に特定の周波数成分が連続して含まれていることを
検出することにより、異方性の評価を行うことを特徴とする請求項１～１２の何れか一項
に記載の超音波画像診断装置。
【請求項１５】
　前記異方性評価部は、包絡線検波が行われた受信信号の波形に予め定められた波形パタ
ーンが含まれていることを検出することにより、異方性の評価を行うことを特徴とする請
求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置。
【請求項１６】
　前記異方性評価部は、前記複数の超音波画像データのうちの２つの超音波画像データの
走査領域の重複する部分についての輝度の差分を算出し、該算出した輝度の差分の大きさ
に基づいて異方性の評価を行うことを特徴とする請求項１～１２の何れか一項に記載の超
音波画像診断装置。
【請求項１７】
　前記異方性評価部は、前記超音波画像データに対して空間周波数解析を行い、該空間周
波数解析の結果から異方性の評価を行うことを特徴とする請求項１～１２の何れか一項に
記載の超音波画像診断装置。
【請求項１８】
　前記異方性評価部は、前記超音波画像データに予め定められた異方性部位画像パターン
が含まれていることを検出することにより、異方性の評価を行うことを特徴とする請求項
１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置。
【請求項１９】
　前記異方性評価部は、前記超音波画像データに対してエッジ検出を行い、該エッジ検出
の結果、所定長さのエッジが連続して抽出されたことに基づいて異方性の評価を行うこと
を特徴とする請求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置。
【請求項２０】
　前記異方性評価部は、前記複数の超音波画像データのうちの２つの超音波画像データに
ついて所定の相関演算により相関係数を算出し、該算出した相関係数に基づいて異方性の
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評価を行うことを特徴とする請求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置。
【請求項２１】
　前記異方性評価部は、異方性を評価するための複数種類の評価手段を実行可能であって
、
　前記画像処理部は、前記複数種類の評価手段のうちの少なくとも所定数以上の評価手段
によって異方性の評価が行われたことを条件に、異方性の評価結果に応じた前記合成画像
データの生成を行うことを特徴とする請求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診
断装置。
【請求項２２】
　前記送受信部は、前記異方性評価部による異方性の評価結果に応じて超音波を送受信す
るための送受信条件を設定し、該設定した送受信条件にて超音波の走査を行い、
　前記画像処理部は、前記設定した送受信条件にて超音波の走査を行った結果得られた受
信信号から生成された複数の超音波画像データを、前記異方性評価部による異方性の評価
結果に応じた合成方法で合成して合成画像データを生成することを特徴とする請求項１に
記載の超音波画像診断装置。
【請求項２３】
　複数の振動子を駆動して被検体に向けて超音波の送受信を行って受信信号を得る超音波
探触子を用いて得られた受信信号から輝度に変換されて表された超音波画像を表示するた
めの超音波画像データを生成する超音波画像診断方法において、
　前記複数の振動子を駆動して、互いに異なる複数の方向に対して超音波の送受信をそれ
ぞれ繰り返すことにより、走査領域の一部又は全部が重複するように超音波の走査を複数
回行う送受信ステップと、
　前記送受信ステップにおける超音波の走査の結果得られた受信信号から、複数の超音波
画像データを生成する画像生成ステップと、
　前記超音波画像データ及び前記受信信号の少なくとも何れかに基づいて、被検体におけ
る超音波の反射の異方性を評価する異方性評価ステップと、
　を含み、
　前記画像生成ステップにおいて、前記異方性評価ステップにおける評価結果に応じて、
前記複数の超音波画像データを合成した合成画像データを生成することを特徴とする超音
波画像診断方法。
【請求項２４】
　前記画像生成ステップにおいて、前記異方性評価ステップにおける評価結果に応じた合
成方法で前記複数の超音波画像データを合成して前記合成画像データを生成することを特
徴とする請求項２３に記載の超音波画像診断方法。
【請求項２５】
　前記送受信ステップにおいて、前記異方性評価ステップにおける評価結果に応じて超音
波を送受信するための送受信条件を設定し、該設定した送受信条件にて超音波の走査を行
い、
　前記画像生成ステップにおいて、前記設定した送受信条件にて超音波の走査を行った結
果得られた受信信号から生成された複数の超音波画像データを合成した合成画像データを
生成することを特徴とする請求項２３に記載の超音波画像診断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像診断装置及び超音波画像診断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、多数の振動子を配列して備える超音波探触子を有し、生体等の被検体に対して超
音波の送受信を行い、受信した超音波から得られた信号に基づいて超音波画像データを生
成し、これに基づく超音波画像を画像表示装置に表示する超音波画像診断装置が知られて
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いる。このような装置による超音波画像診断は、超音波探触子を被検体の体表に当てるだ
けの簡単な操作で心臓の拍動や胎児の動き等の様子がリアルタイムで得られ、かつ非侵襲
で安全性が高いため、繰り返して実施することができるものである。
【０００３】
　しかしながら、このような超音波画像診断装置によって得られる画像には、被検体内の
組織に関する情報以外にも、各種のノイズや、超音波探触子で受信した超音波から得られ
た受信信号の干渉現象により発生するスペックルが存在し、これらは被検体内の組織の境
界の位置や形状を正確に把握する場合においてしばしば妨げとなっている。
【０００４】
　近年では、このようなノイズやスペックルを低減する処理方法として、例えば、空間コ
ンパウンド法が提案されている（例えば、特許文献１、２参照）。この空間コンパウンド
法は、被検体の同一部位に対して同時期に複数の異なる方向から超音波の送受信を行い、
取得された複数の超音波画像データの平均的重畳を行うことで実施される。これにより、
ノイズやスペックルは、例えば、Ｎ枚の超音波画像データが得られた場合には、これらを
合成した合成画像データにおいて、Ｎの平方根で低減される。
【０００５】
　また、この空間コンパウンド法によれば、鏡面反射する界面の描出性の改善が図れるよ
うになる。すなわち、例えば、軟部組織と骨との湾曲した界面については、送信超音波に
よって形成される超音波ビームの方向がこの界面に対して厳密に垂直である場合には強い
反射超音波を得ることができるが、超音波ビームの方向がこの界面に対して垂直からわず
かに数度外れただけでその反射超音波の強度は大きく低下する。軟部組織と骨との界面は
しばしば湾曲しており、このため、従来のように１方向のみで超音波の走査を行った場合
には、この湾曲した界面の一部しか明瞭に描出することができないが、この空間コンパウ
ンド法によれば、複数の異なる角度から界面の画像を獲得することができるようになり、
湾曲した界面をより大きな視野にわたって連続的に描出することが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－７８７９２号公報
【特許文献２】特開２０１１－１２５６９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、従来の空間コンパウンド法では、軟部組織と骨との界面のような鏡面反
射特性を有し、反射強度の強い界面や組織に対してはある程度有効であったが、骨格筋に
おける腱や靭帯のように、繊維状で反射強度は骨表面ほど強くないが鏡面反射特性を示す
軟部組織における異方性部位の描出については満足できるものではなかった。
【０００８】
　軟部組織の異方性部位の描出は、例えば、整形外科領域での前距腓靭帯観察等において
、その断裂、損傷及び剥離骨折等を明確に判断するために重要であり、改善が求められて
いる。
【０００９】
　本発明の課題は、異方性部位を明瞭に描出することができる超音波画像診断装置及び超
音波画像診断方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以上の課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、複数の振動子を駆動して、被検
体に向けて超音波の送受信を行って受信信号を得る超音波探触子を備え、前記超音波探触
子によって得られた受信信号から輝度に変換されて表された超音波画像を表示するための
超音波画像データを生成する超音波画像診断装置において、
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　前記複数の振動子を駆動して、互いに異なる複数の方向に対して超音波の送受信をそれ
ぞれ繰り返すことにより、走査領域の一部又は全部が重複するように超音波の走査を複数
回行う送受信部と、
　前記送受信部による超音波の走査の結果得られた受信信号から、複数の超音波画像デー
タを生成する画像処理部と、
　前記超音波画像データ及び前記受信信号の少なくとも何れかに基づいて、被検体におけ
る超音波の反射の異方性を評価する異方性評価部と、
　を備え、
　前記画像処理部は、前記異方性評価部による評価結果に応じて、前記複数の超音波画像
データを合成した合成画像データを生成することを特徴とする。
【００１１】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の超音波画像診断装置において、
　前記画像処理部は、前記異方性評価部による評価結果に応じた合成方法で前記複数の超
音波画像データを合成して前記合成画像データを生成することを特徴とする。
【００１２】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の超音波画像診断装置において、
　前記異方性評価部は、超音波の反射の異方性を示す異方性部位を検出し、
　前記画像処理部は、前記異方性評価部によって異方性部位を検出した部分と該異方性部
位を検出した部分以外の部分とで前記合成画像データを生成するときの合成方法を異なら
せることを特徴とする。
【００１３】
　請求項４に記載の発明は、請求項２又は３に記載の超音波画像診断装置において、
　整相加算を行うために使用する受信信号の振動子で構成する口径に対する受信フォーカ
ス点の深度の比率を０．８以下としたことを特徴とする。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、請求項２～４の何れか一項記載の超音波画像診断装置におい
て、
　整相加算を行うために使用する受信信号の振動子で構成する口径に対する受信フォーカ
ス点の深度の比率を受信Ｆ値とし、超音波を送信する振動子で構成する口径に対する送信
フォーカス点の深度の比率を送信Ｆ値としたとき、受信Ｆ値に対する送信Ｆ値の比率を３
以上としたことを特徴とする。
【００１５】
　請求項６に記載の発明は、請求項１に記載の超音波画像診断装置において、
　前記送受信部は、前記異方性評価部による評価結果に応じて超音波を送受信するための
送受信条件を設定し、該設定した送受信条件にて超音波の走査を行い、
　前記画像処理部は、前記設定した送受信条件にて超音波の走査を行った結果得られた受
信信号から生成された複数の超音波画像データを合成した合成画像データを生成すること
を特徴とする。
【００１６】
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の超音波画像診断装置において、
　前記送受信部は、前記異方性評価部による評価結果に応じて設定される送受信条件とし
て、超音波を送受信する方向を設定することを特徴とする。
【００１７】
　請求項８に記載の発明は、請求項６又は７に記載の超音波画像診断装置において、
　前記送受信部は、前記異方性評価部による評価結果に応じて設定される送受信条件とし
て、超音波の走査を行う走査領域の数を設定することを特徴とする。
【００１８】
　請求項９に記載の発明は、請求項６～８の何れか一項に記載の超音波画像診断装置にお
いて、
　前記送受信部は、前記異方性評価部による評価結果に応じて設定される送受信条件とし
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て、整相加算を行うために使用する受信信号の振動子を設定することを特徴とする。
【００１９】
　請求項１０に記載の発明は、請求項６～９の何れか一項に記載の超音波画像診断装置に
おいて、
　前記送受信条件が設定された後における、整相加算を行うために使用する受信信号の振
動子で構成する口径に対する受信フォーカス点の深度の比率を０．８以下としたことを特
徴とする。
【００２０】
　請求項１１に記載の発明は、請求項６～１０の何れか一項に記載の超音波画像診断装置
において、
　整相加算を行うために使用する受信信号の振動子で構成する口径に対する受信フォーカ
ス点の深度の比率を受信Ｆ値とし、超音波を送信する振動子で構成する口径に対する送信
フォーカス点の深度の比率を送信Ｆ値としたとき、前記送受信条件が設定された後におけ
る、受信Ｆ値に対する送信Ｆ値の比率を３以上としたことを特徴とする。
【００２１】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１～１１の何れか一項に記載の超音波画像診断装置
において、
　前記異方性評価部は、前記複数の超音波画像データのうちの２つの超音波画像データの
走査領域の重複する部分についての輝度の差分を算出し、該算出した輝度の差分が所定の
閾値以上である部分について異方性の評価を行うことを特徴とする。
【００２２】
　請求項１３に記載の発明は、請求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置
において、
　前記異方性評価部は、前記複数の振動子によって得られた整相加算を行う前の振動子毎
の受信信号に基づき、インコヒーレントサムに対するコヒーレントサムの割合であるコヒ
ーレンスファクターを算出し、該算出したコヒーレンスファクターに基づいて異方性の評
価を行うことを特徴とする。
【００２３】
　請求項１４に記載の発明は、請求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置
において、
　前記異方性評価部は、前記受信信号に特定の周波数成分が連続して含まれていることを
検出することにより、異方性の評価を行うことを特徴とする。
【００２４】
　請求項１５に記載の発明は、請求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置
において、
　前記異方性評価部は、包絡線検波が行われた受信信号の波形に予め定められた波形パタ
ーンが含まれていることを検出することにより、異方性の評価を行うことを特徴とする。
【００２５】
　請求項１６に記載の発明は、請求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置
において、
　前記異方性評価部は、前記複数の超音波画像データのうちの２つの超音波画像データの
走査領域の重複する部分についての輝度の差分を算出し、該算出した輝度の差分の大きさ
に基づいて異方性の評価を行うことを特徴とする。
【００２６】
　請求項１７に記載の発明は、請求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置
において、
　前記異方性評価部は、前記超音波画像データに対して空間周波数解析を行い、該空間周
波数解析の結果から異方性の評価を行うことを特徴とする。
【００２７】
　請求項１８に記載の発明は、請求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置
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において、
　前記異方性評価部は、前記超音波画像データに予め定められた異方性部位画像パターン
が含まれていることを検出することにより、異方性の評価を行うことを特徴とする。
【００２８】
　請求項１９に記載の発明は、請求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置
において、
　前記異方性評価部は、前記超音波画像データに対してエッジ検出を行い、該エッジ検出
の結果、所定長さのエッジが連続して抽出されたことに基づいて異方性の評価を行うこと
を特徴とする。
【００２９】
　請求項２０に記載の発明は、請求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置
において、
　前記異方性評価部は、前記複数の超音波画像データのうちの２つの超音波画像データに
ついて所定の相関演算により相関係数を算出し、該算出した相関係数に基づいて異方性の
評価を行うことを特徴とする。
【００３０】
　請求項２１に記載の発明は、請求項１～１２の何れか一項に記載の超音波画像診断装置
において、
　前記異方性評価部は、異方性を評価するための複数種類の評価手段を実行可能であって
、
　前記画像処理部は、前記複数種類の評価手段のうちの少なくとも所定数以上の評価手段
によって異方性の評価が行われたことを条件に、異方性の評価結果に応じた前記合成画像
データの生成を行うことを特徴とする。
【００３１】
　請求項２２に記載の発明は、請求項１に記載の超音波画像診断装置において、
　前記送受信部は、前記異方性評価部による異方性の評価結果に応じて超音波を送受信す
るための送受信条件を設定し、該設定した送受信条件にて超音波の走査を行い、
　前記画像処理部は、前記設定した送受信条件にて超音波の走査を行った結果得られた受
信信号から生成された複数の超音波画像データを、前記異方性評価部による異方性の評価
結果に応じた合成方法で合成して合成画像データを生成することを特徴とする。
【００３２】
　請求項２３に記載の発明は、複数の振動子を駆動して被検体に向けて超音波の送受信を
行って受信信号を得る超音波探触子を用いて得られた受信信号から輝度に変換されて表さ
れた超音波画像を表示するための超音波画像データを生成する超音波画像診断方法におい
て、
　前記複数の振動子を駆動して、互いに異なる複数の方向に対して超音波の送受信をそれ
ぞれ繰り返すことにより、走査領域の一部又は全部が重複するように超音波の走査を複数
回行う送受信ステップと、
　前記送受信ステップにおける超音波の走査の結果得られた受信信号から、複数の超音波
画像データを生成する画像生成ステップと、
　前記超音波画像データ及び前記受信信号の少なくとも何れかに基づいて、被検体におけ
る超音波の反射の異方性を評価する異方性評価ステップと、
　を含み、
　前記画像生成ステップにおいて、前記異方性評価ステップにおける評価結果に応じて、
前記複数の超音波画像データを合成した合成画像データを生成することを特徴とする。
【００３３】
　請求項２４に記載の発明は、請求項２３に記載の超音波画像診断方法において、
　前記画像生成ステップにおいて、前記異方性評価ステップにおける評価結果に応じた合
成方法で前記複数の超音波画像データを合成して前記合成画像データを生成することを特
徴とする。
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【００３４】
　請求項２５に記載の発明は、請求項２３に記載の超音波画像診断方法において、
　前記送受信ステップにおいて、前記異方性評価ステップにおける評価結果に応じて超音
波を送受信するための送受信条件を設定し、該設定した送受信条件にて超音波の走査を行
い、
　前記画像生成ステップにおいて、前記設定した送受信条件にて超音波の走査を行った結
果得られた受信信号から生成された複数の超音波画像データを合成した合成画像データを
生成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、異方性部位を明瞭に描出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】超音波画像診断装置の外観構成を示す図である。
【図２】超音波画像診断装置の概略構成を示すブロック図である。
【図３】超音波の走査領域について説明する図である。
【図４】超音波の反射特性について説明する図である。
【図５】超音波の反射特性について説明する図である。
【図６】超音波の反射特性について説明する図である。
【図７】前距腓靭帯周辺の超音波画像について説明する図である。
【図８】超音波の反射特性について説明する図である。
【図９】従来の空間コンパウンド処理によって得られた前距腓靭帯周辺の超音波画像につ
いて説明する図である。
【図１０】本実施の形態による空間コンパウンド処理によって得られた前距腓靭帯周辺の
超音波画像について説明する図である。
【図１１】超音波の走査領域について説明する図である。
【図１２】本実施の形態による空間コンパウンド処理によって得られた前距腓靭帯周辺の
超音波画像について説明する図である。
【図１３】超音波の走査領域について説明する図である。
【図１４】空間コンパウンド処理の第１の例の処理の流れについて説明する図である。
【図１５】空間コンパウンド処理の第２の例の処理の流れについて説明する図である。
【図１６】異方性部位についての音線データの特性について説明する図である。
【図１７】空間コンパウンド処理の第３の例の処理の流れについて説明する図である。
【図１８】空間コンパウンド処理の第４の例の処理の流れについて説明する図である。
【図１９】空間コンパウンド処理の第５の例の処理の流れについて説明する図である。
【図２０】空間コンパウンド処理の第６の例の処理の流れについて説明する図である。
【図２１】空間コンパウンド処理の第７の例の処理の流れについて説明する図である。
【図２２】空間コンパウンド処理の第８の例の処理の流れについて説明する図である。
【図２３】空間コンパウンド処理の第９の例の処理の流れについて説明する図である。
【図２４】空間コンパウンド処理の第１０の例の処理の流れについて説明する図である。
【図２５】空間コンパウンド処理の第１１の例の処理の流れについて説明するフローチャ
ートである。
【図２６】空間コンパウンド処理の第１２の例の処理の流れについて説明するフローチャ
ートである。
【図２７】空間コンパウンド処理の第１３の例の処理の流れについて説明する図である。
【図２８】空間コンパウンド処理の第１４の例の処理の流れについて説明する図である。
【図２９】空間コンパウンド処理の第１５の例の処理の流れについて説明する図である。
【図３０】空間コンパウンド処理の第１６の例の処理の流れについて説明する図である。
【図３１】空間コンパウンド処理の第１７の例の処理の流れについて説明する図である。
【図３２】空間コンパウンド処理の第１８の例の処理の流れについて説明する図である。
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【図３３】空間コンパウンド処理の第１９の例の処理の流れについて説明する図である。
【図３４】空間コンパウンド処理の第２０の例の処理の流れについて説明する図である。
【図３５】空間コンパウンド処理の第２１の例の処理の流れについて説明する図である。
【図３６】空間コンパウンド処理の第２２の例の処理の流れについて説明する図である。
【図３７】空間コンパウンド処理の第２３の例の処理の流れについて説明するフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、本発明の実施の形態に係る超音波画像診断装置について、図面を参照して説明す
る。ただし、発明の範囲は図示例に限定されない。なお、以下の説明において、同一の機
能及び構成を有するものについては、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００３８】
　超音波画像診断装置１００、図１に示すように、超音波画像診断装置本体１と超音波探
触子２とを備えている。超音波探触子２は、図示しない生体等の被検体内に対して超音波
（送信超音波）を送信するとともに、この被検体内で反射した超音波の反射波（反射超音
波：エコー）を受信する。超音波画像診断装置本体１は、超音波探触子２とケーブル３を
介して接続され、超音波探触子２に電気信号の駆動信号を送信することによって超音波探
触子２に被検体に対して送信超音波を送信させるとともに、超音波探触子２にて受信した
被検体内からの反射超音波に応じて超音波探触子２で生成された電気信号である受信信号
に基づいて被検体内の内部状態を超音波画像として画像化する。
【００３９】
　超音波探触子２は、圧電素子からなる振動子２ａ（図２参照）を備えており、この振動
子２ａは、例えば、方位方向（走査方向）に一次元アレイ状に複数配列されている。本実
施の形態では、例えば、１９２個の振動子２ａを備えた超音波探触子２を用いている。な
お、振動子２ａは、二次元アレイ状に配列されたものであってもよい。また、振動子２ａ
の個数は、任意に設定することができる。また、本実施の形態では、超音波探触子２とし
てリニア電子スキャンプローブを用いて、リニア走査方式による超音波の走査を行うもの
としたが、セクタ走査方式あるいはコンベックス走査方式の何れの方式を採用することも
できる。
【００４０】
　超音波画像診断装置本体１は、図２に示すように、例えば、操作入力部１１と、送信部
１２と、受信部１３と、画像生成部１４と、画像処理部１５と、異方性部位検出部１６と
、ＤＳＣ（Digital Scan Converter）１７と、表示部１８と、制御部１９とを備えて構成
されている。
【００４１】
　操作入力部１１は、例えば、診断開始を指示するコマンド、被検体の個人情報等のデー
タ、及び、超音波画像を表示部１８に表示するための各種パラメーターの入力などを行う
ための各種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等を備えており、操
作信号を制御部１９に出力する。
【００４２】
　送信部１２は、制御部１９の制御に従って、超音波探触子２にケーブル３を介して電気
信号である駆動信号を供給して超音波探触子２に送信超音波を発生させる回路である。ま
た、送信部１２は、例えば、クロック発生回路、遅延回路、パルス発生回路を備えている
。クロック発生回路は、駆動信号の送信タイミングや送信周波数を決定するクロック信号
を発生させる回路である。遅延回路は、振動子２ａ毎に対応した個別経路毎に遅延時間を
設定し、設定された遅延時間だけ駆動信号の送信を遅延させて送信超音波によって構成さ
れる送信ビームの集束（送信ビームフォーミング）や、送信ビームの角度の設定（ステア
リング）を行うための回路である。パルス発生回路は、所定の周期で駆動信号としてのパ
ルス信号を発生させるための回路である。上述のように構成された送信部１２は、例えば
、超音波探触子２に配列された複数（例えば、１９２個）の振動子２ａのうちの連続する
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一部（例えば、６４個）を駆動して送信超音波を発生させる。そして、送信部１２は、送
信超音波を発生させる毎に駆動する振動子２ａを方位方向にずらすことで走査（スキャン
）を行う。また、送信部１２は、送信ビームの角度を変更しながら走査を行うことで、角
度の異なる複数の走査領域において超音波の走査を行うことができる。
【００４３】
　受信部１３は、制御部１９の制御に従って、超音波探触子２からケーブル３を介して電
気信号である受信信号を受信する回路である。受信部１３は、例えば、増幅器、Ａ／Ｄ変
換回路、整相加算回路を備えている。増幅器は、受信信号を、振動子２ａ毎に対応した個
別経路毎に、予め設定された増幅率で増幅させるための回路である。Ａ／Ｄ変換回路は、
増幅された受信信号をアナログ－デジタル変換（Ａ／Ｄ変換）するための回路である。整
相加算回路は、Ａ／Ｄ変換された受信信号に対して、振動子２ａ毎に対応した個別経路毎
に遅延時間を与えて時相を整え、これらを加算（整相加算）して音線データを生成するた
めの回路である。すなわち、整相加算回路は、振動子２ａ毎の受信信号に対して受信ビー
ムフォーミングを行って音線データを生成する。
【００４４】
　画像生成部１４は、受信部１３からの音線データに対して包絡線検波処理や対数圧縮な
どを実施し、ダイナミックレンジやゲインの調整を行って輝度変換することにより、Ｂモ
ード画像データを生成することができる。すなわち、Ｂモード画像データは、受信信号の
強さを輝度によって表したものである。
　なお、本実施の形態において、画像生成部１４は、Ｂモード画像データの他、Ａモード
画像データ及びＭモード画像データや、ドプラー法による画像データを生成できるように
してもよい。
【００４５】
　画像処理部１５は、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）などの半導体メモリー
によって構成された画像メモリー部１５ａを備えている。画像処理部１５は、画像生成部
１４から出力されたＢモード画像データをフレーム単位で画像メモリー部１５ａに記憶す
る。フレーム単位での画像データを超音波画像データ、あるいはフレーム画像データとい
うことがある。本実施の形態では、上述したようにして、角度の異なる複数の走査領域の
それぞれについて超音波画像データを生成し、画像メモリー部１５ａに記憶する。この走
査領域毎の超音波画像データをコンポーネント画像データということがある。この走査領
域毎のコンポーネント画像データは、走査領域の一部又は全部が重複している。画像処理
部１５は、複数取得したコンポーネント画像データを走査領域の重複した部分で合成して
合成画像データを得る空間コンパウンド処理を行うことができる。この空間コンパウンド
処理によって得られた合成画像データによれば、超音波の送受信の過程で生じる各種のノ
イズや、受信信号の干渉現象により生じるスペックルを低減することができる。画像処理
部１５は、上述したようにして生成された合成画像データをＤＳＣ１７に出力する。
【００４６】
　異方性部位検出部１６は、受信信号、音線データ及び超音波画像データに基づいて、被
検体における超音波の反射の異方性を評価し、被検体内における異方性部位を検出する。
すなわち、異方性部位検出部１６は、異方性評価部として機能する。異方性部位とは、被
検体内の骨格筋における腱や靭帯のように、繊維状で反射強度は骨表面ほど強くないが鏡
面反射特性を示す軟部組織における部位である。異方性部位検出部１６は、被検体内にお
ける異方性部位を検出すると、この検出結果を制御部１９に与える。異方性部位検出部１
６の機能の詳細については後述する。
【００４７】
　ＤＳＣ１７は、画像処理部１５より受信した合成画像データをテレビジョン信号の走査
方式による画像信号に変換し、表示部１８に出力する。
【００４８】
　表示部１８は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＣＲＴ（Cathode-Ray Tube）ディ
スプレイ、有機ＥＬ（Electronic Luminescence）ディスプレイ、無機ＥＬディスプレイ
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及びプラズマディスプレイ等の表示装置が適用可能である。表示部１８は、ＤＳＣ１７か
ら出力された画像信号に従って表示画面上に超音波画像の表示を行う。なお、本実施の形
態では、表示部１８として、白色もしくはフルカラーＬＥＤ（Light-Emitting Diode）の
バックライトを備えた１５インチのＬＣＤが適用されている。この場合、例えば、超音波
画像データを分析してＬＥＤの輝度を調整するように構成されていてもよい。このとき、
１画面を複数の領域に分割し、その領域毎にＬＥＤの輝度調整を実施するようにしてもよ
い。また、画面全体でＬＥＤの輝度調整を実施するようにしてもよい。また、表示部１８
に適用される画面サイズについては任意のものを適用することができる。
【００４９】
　制御部１９は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Mem
ory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）を備えて構成され、ＲＯＭに記憶されているシ
ステムプログラム等の各種処理プログラムを読み出してＲＡＭに展開し、展開したプログ
ラムに従って超音波画像診断装置１００の各部の動作を集中制御する。
　ＲＯＭは、半導体等の不揮発メモリー等により構成され、超音波画像診断装置１００に
対応するシステムプログラム及び該システムプログラム上で実行可能な各種処理プログラ
ムや、ガンマテーブル等の各種データ等を記憶する。これらのプログラムは、コンピュー
タが読み取り可能なプログラムコードの形態で格納され、ＣＰＵは、当該プログラムコー
ドに従った動作を逐次実行する。
　ＲＡＭは、ＣＰＵにより実行される各種プログラム及びこれらプログラムに係るデータ
を一時的に記憶するワークエリアを形成する。
【００５０】
　次に、上述のようにして構成された超音波画像診断装置１００が空間コンパウンド処理
を実施して生成される合成画像データについて説明する。
【００５１】
　従来の空間コンパウンド処理は、例えば、図３に示されるように、超音波探触子２から
出力される送信ビームの角度を方位方向に対して垂直な方向（ステアリング角度０°）に
して走査を行うことで走査領域Ｑ１のコンポーネント画像データを取得するとともに、ス
テアリング角度を左右にそれぞれ所定角度（例えば、１０°）つけてそれぞれ走査を行う
ことで走査領域Ｑ２のコンポーネント画像データ及び走査領域Ｑ３のコンポーネント画像
データを取得する。走査領域Ｑ１～Ｑ３は、少なくとも一部が重複している。そして、走
査領域Ｑ１～Ｑ３の各コンポーネント画像データをそれぞれ同じ比率で合成して合成画像
データを得る。このようにして、ノイズやスペックルが低減された良質な超音波画像を取
得することができる。
【００５２】
　ところで、上述した異方性部位は反射特性に強い指向性を有している。そのため、異方
性部位が送信ビームの送信方向と正対しない位置である場合には、この異方性部位で反射
した反射超音波が超音波探触子２で受信できる範囲から外れてしまう。その結果、当該異
方性部位が欠落した超音波画像が取得されることとなる。
【００５３】
　具体的には、例えば、図４（Ａ）に示すように、指向性を有しない多くの体内組織Ｔに
対して超音波を送信した場合には、図４（Ｂ）に示すように、等方に散乱して反射する。
したがって、体内組織Ｔで反射した多くの超音波は超音波探触子２で受信することができ
、体内組織Ｔが欠落することなく超音波画像を取得することができる。そして、図５（Ａ
）に示すように、角度の異なる複数の走査領域で走査を行って空間コンパウンドを行う場
合にも、図５（Ｂ）に示すように、体内組織Ｔで反射した超音波の多くが超音波探触子２
で受信される。そのため、ノイズやスペックルが低減され、体内組織Ｔが明瞭に表れた、
良好な超音波画像を取得することができる。
【００５４】
　一方、図６（Ａ）に示すように、靭帯や腱等の繊維状組織といった異方性部位Ｆに対し
て超音波を送信した場合には、図６（Ｂ）に示すように、超音波は一定の指向性をもって
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反射する。したがって、異方性部位Ｆで反射した多くの反射超音波は超音波探触子２で受
信されず、異方性部位Ｆが欠落した視認性の良好でない超音波画像が取得されてしまう。
ここで、図７は、異方性部位である前距腓靭帯周辺の超音波画像である。図７に示すよう
に、前距腓靭帯ＦＢで反射した多くの反射超音波が超音波探触子２で受信されないため、
前距腓靭帯ＦＢが明瞭に表れておらず、例えば、前距腓靭帯ＦＢが断裂等しているか否か
について診断することは困難である。
【００５５】
　また、図８（Ａ）に示すように、角度の異なる複数の走査領域で走査を行って空間コン
パウンドを行う場合、図８（Ｂ）に示すように、送信ビームを送信する方向によっては多
くの反射超音波が受信されるものの、他の方向ではやはり超音波探触子２で受信される反
射超音波は少なくなってしまう。そのため、空間コンパウンド処理を行った結果としては
、異方性部位Ｆが周辺の組織と比較して暗くなった画像が取得されてしまい、良好な超音
波画像を得ることができない。ここで、図９は、従来の空間コンパウンド処理を行って得
られた前距腓靭帯周辺の超音波画像である。図９に示すように、前距腓靭帯ＦＢ以外の部
分では、ノイズやスペックルが低減されているが、やはり、前距腓靭帯ＦＢで反射した反
射超音波の受信量が少ないため、周辺の組織と比較して前距腓靭帯ＦＢは暗く表されてお
り、前距腓靭帯ＦＢの診断は困難である。
【００５６】
　これに対し、本実施の形態では、後述するようにして異方性部位検出部１６により被検
体における超音波の反射の異方性（方向依存性）を評価し、この評価結果に応じた空間コ
ンパウンド処理を適正に行わせることにより、良好な超音波画像を得ることができる。異
方性の評価は、例えば、異方性の方向の評価でもよいし、異方性の程度の評価でもよい。
また、方向と程度の両方を評価してもよい。
【００５７】
　具体的には、第１には、複数の走査領域で走査を行って得られた各コンポーネント画像
データで空間コンパウンド処理を行う場合に、検出した異方性部位の向きに対応して、合
成画像データを生成する際の各コンポーネント画像データの合成方法を設定する。
　例えば、０°、＋１０°及び－１０°の３つのステアリング角度でそれぞれ走査を行っ
て３つの走査領域のコンポーネント画像データを取得する。そして、後述するようにして
異方性部位が良好に描出されているコンポーネント画像データを特定する。すなわち、被
検体内における超音波の反射の異方性の評価を行って異方性部位の向きを特定する。そし
て、設定する合成方法として、取得した３つの走査領域のコンポーネント画像データにそ
れぞれ重み付けを行って空間コンパウンド処理を行い、合成画像データを生成する。例え
ば、取得した３つの走査領域のコンポーネント画像データにそれぞれ重み付けを行う場合
に、異方性部位が良好に描出されている２つのコンポーネント画像データの重み付け比率
をそれぞれ５０％及び４０％にし、他の１つのコンポーネント画像データに対する重み付
け比率を１０％にするなど、異方性部位が良好に描出されているコンポーネント画像デー
タに対する重み付け比率が高くなるようにして空間コンパウンド処理を行う。なお、各コ
ンポーネント画像データに対する重み付け比率については任意に設定することができる。
図１０は、０°、＋１０°及び－１０°の３つのステアリング角度でそれぞれ走査を行っ
て得られたコンポーネント画像データのうち、０°のステアリング角度で走査して得られ
たコンポーネント画像データに対する重み付けを５０％、＋１０°のステアリング角度で
走査して得られたコンポーネント画像データに対する重み付けを１０％、－１０°のステ
アリング角度で走査して得られたコンポーネント画像データに対する重み付けを４０％と
して空間コンパウンド処理を行って得られた合成画像である。これによれば、図７及び図
９に示された超音波画像の前距腓靭帯ＦＢと比較すると、図１０に示された超音波画像の
前距腓靭帯ＦＢがより明瞭に表れていることがわかる。したがって、このような良好な超
音波画像により、正確な診断を行うことができるようになる。
　なお、上述の例では、空間コンパウンドを行う場合において、複数のコンポーネント画
像データのそれぞれに対する重み付け比率を設定するようにしたが、例えば、合成方法と



(14) JP 2014-33914 A 2014.2.24

10

20

30

40

50

して、異方性部位が良好に描出されているコンポーネント画像データに対してエッジ強調
処理を行ってから空間コンパウンド処理を行うようにしてもよい。
【００５８】
　また、第２には、所定のステアリング角度による複数の走査領域で走査を行って得られ
た各コンポーネント画像データで超音波の反射の異方性の評価を行って異方性部位の向き
を検出し、検出した異方性部位の向きに対応して、超音波の送受信条件を設定する。超音
波の送受信条件は、例えば、コンポーネント画像データを取得する際のステアリング角度
及び走査領域の数である。あるいは、整相加算を行うために使用する受信信号の振動子を
設定して超音波の受信時の開口（Aperture）を変更することで超音波の送受信条件の設定
を行うようにしてもよく、より具体的には、例えば、異方性部位を検出したときに、受信
時の開口のチャンネルを６４チャンネルから７２チャンネルに変更して開口を拡大する等
である。
　例えば、図３に示すように、０°、＋１０°及び－１０°の３つのステアリング角度で
それぞれ走査を行って３つの走査領域Ｑ１～Ｑ３のコンポーネント画像データを取得する
。そして、これらのコンポーネント画像データから超音波の反射の異方性の評価を行って
異方性部位の向きを特定する。ここでは、例えば、－１０°のステアリング角度で走査を
行った走査領域Ｑ２のコンポーネント画像データにおける異方性部位の描出が良好であっ
たとする。この場合には、超音波の送受信条件の設定として、図１１に示すように、０°
、－１０°及び－２０°の３つのステアリング角度でそれぞれ走査を行って新たに３つの
走査領域Ｑ１，Ｑ２、Ｑ４のコンポーネント画像データを取得する。そして、ステアリン
グ角度の変更後の各コンポーネント画像データについて空間コンパウンド処理を行い、合
成画像データを生成する。図１２は、０°、－１０°及び－２０°の３つのステアリング
角度でそれぞれ走査を行って得られたコンポーネント画像データについて空間コンパウン
ド処理を行って得られた合成画像である。これによれば、図７及び図９に示された超音波
画像の前距腓靭帯ＦＢと比較すると、図１２に示された超音波画像の前距腓靭帯ＦＢがよ
り明瞭に表れていることがわかる。したがって、このような空間コンパウンド処理によっ
ても異方性部位が明瞭に表れた良好な超音波画像を得られることができるようになる。
【００５９】
　あるいは、以下のようにして空間コンパウンド処理を行うようにしてもよい。すなわち
、図３に示すように、０°、＋１０°及び－１０°の３つのステアリング角度でそれぞれ
走査を行って３つの走査領域Ｑ１～Ｑ３のコンポーネント画像データを取得する。そして
、これらのコンポーネント画像から超音波の反射の異方性の評価を行って異方性部位の向
きを特定する。ここでは、例えば、－１０°のステアリング角度で走査を行った走査領域
Ｑ２のコンポーネント画像データにおける異方性部位の描出が良好であったとすると、超
音波の送受信条件の設定として、図１３に示すように、０°、＋１０°、－１０°及び－
２０°の４つのステアリング角度でそれぞれ走査を行って新たに４つの走査領域Ｑ１～Ｑ
４のコンポーネント画像データを取得する。そして、新たに取得された各コンポーネント
画像データについて空間コンパウンド処理を行い、合成画像データを生成する。このよう
にしても、異方性部位が明瞭に表れた良好な超音波画像を得ることができるようになる。
【００６０】
　また、上述のようにして送受信条件が設定されて新たに取得されたコンポーネント画像
データで合成画像データを生成する際に、検出した異方性部位の向きに応じて合成方法を
設定するようにしてもよい。
【００６１】
　なお、被検体内における超音波の反射の異方性の評価については、フレーム毎、すなわ
ち、合成画像データを生成する毎に実施するようにしてもよいし、所定間隔（例えば、３
０フレーム毎）で実施するようにしてもよい。
【００６２】
　次に、本実施の形態における超音波画像診断装置１００による空間コンパウンド処理に
ついて説明する。
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【００６３】
　先ず、空間コンパウンド処理の第１の例について、図１４を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第１の例では、以下のようにして合成画像データが生成される
。すなわち、異方性部位検出部１６は、受信部１３によって得られた走査領域毎の受信信
号に基づき、コヒーレンスファクター（Coherence Factor）を求める。そして、異方性部
位検出部１６は、このコヒーレンスファクターから異方性部位の位置を判定する。異方性
部位検出部１６は、このようにして超音波の反射の異方性を評価する。画像処理部１５は
、走査領域毎のコンポーネント画像データを生成すると、異方性部位検出部１６による異
方性部位の位置の判定結果に基づき、各コンポーネント画像データに対する重み付けを行
って空間コンパウンド処理を実施し、合成画像データを生成する。
【００６４】
　ここで、コヒーレンスファクターは、受信信号を整相加算した信号の品質を示すパラメ
ーターである。このコヒーレンスファクターは、インコヒーレントサム（Incoherent sum
）に対するコヒーレントサム（Coherent sum）の割合によって算出され、値が大きいほど
良質な信号であることが示される。すなわち、走査領域の向きが異方性部位の向きに正対
する角度に近似するほど、異方性部位からの反射超音波を多く受信することができるので
、高いコヒーレンスファクターが得られる。
【００６５】
　コヒーレンスファクターは、より具体的には、以下のようにして求めることができる。
　　　
【００６６】
　すなわち、異方性部位検出部１６は、振動子２ａ毎に対応した個別経路毎に取得された
Ａ／Ｄ変換後の受信信号を整相加算する。整相加算後の受信信号φ（ｔ）は、下記式（１
）によって表すことができる。なお、下記式（１）において、ｔは基準時間を表し、Δｔ

ｉは、反射超音波の受信に際して使用する複数の振動子２ａのそれぞれに対応するチャン
ネル１～Ｎの基準時間に対する各遅延時間を表し、Ｓｉ（ｔ＋Δｔｉ）は、基準時間ｔか
ら遅延時間Δｔｉだけ遅延したタイミングにおける各チャンネルの受信信号の大きさ、す
なわち、整相後の受信信号の大きさを表す。

【数１】

　そして、異方性部位検出部１６は、このようにして求められた整相加算後の受信信号を
二乗してコヒーレントサムＣＳ（ｔ）を求める。
【００６７】
　次に、異方性部位検出部１６は、インコヒーレントサムを求める。インコヒーレントサ
ムは、上述したチャンネル１～Ｎ毎の整相後の受信信号をそれぞれ二乗し、これらを加算
した結果にチャンネル数（Ｎ）で乗じることによって求められる。すなわち、インコヒー
レントサムＩＳ（ｔ）は、下記式（２）によって表すことができる。
【数２】

 
【００６８】
　異方性部位検出部１６は、上述したようにして求められたコヒーレントサムＣＳ（ｔ）
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とインコヒーレントサムＩＳ（ｔ）とに基づき、下記式（３）によりコヒーレンスファク
ターＣＦ（ｔ）を求めることができる。
ＣＦ（ｔ）＝ＣＳ（ｔ）／ＩＳ（ｔ）・・・（３）
【００６９】
　上述のようにして、走査領域毎のコヒーレンスファクターが求められると、異方性部位
が走査領域内に存在する場合には、走査領域毎にステアリング角度が異なるため、異方性
部位に対応する位置について、コヒーレンスファクターが走査領域毎に異なることがわか
る。すなわち、異方性部位は、腱や靭帯等の繊維状の組織であることから、複数の走査領
域をコヒーレンスファクターで比較すると、その相違が直線的あるいは曲線的となって表
れる。これにより、異方性部位検出部１６は、異方性部位の位置を判定することができる
。なお、異方性部位が走査領域内に存在する場合には、ある走査領域においてはコヒーレ
ンスファクターの低い部分が直線的あるいは曲線的となって表れるので、これにより異方
性部位の位置を判定するようにしてもよい。そして、異方性部位検出部１６は、複数の走
査領域のうち、異方性部位に対応する位置におけるコヒーレンスファクターが高いものを
判定することにより、異方性部位の描出が最も良好である走査領域を特定する。異方性部
位検出部１６は、このようにして異方性部位を判定した結果、走査領域毎の重み付け量を
設定する。画像処理部１５は、走査領域毎のコンポーネント画像データを生成した後、異
方性部位検出部１６によって設定された走査領域毎の重み付け量に応じて、コンポーネン
ト画像データに対してそれぞれ重み付けを行ってこれらを合成し、合成画像データを生成
する。
【００７０】
　なお、上述した空間コンパウンド処理の第１の例において、コンポーネント画像データ
の全体を用いてコヒーレンスファクターを求めることにより異方性部位の位置を判定し、
異方性部位の描出が最も良好である走査領域を特定するようにしたが、異方性部位の位置
を、以下に説明する空間コンパウンド処理の他の例等によって判定し、当該判定された異
方性部位に対応する部分についてコヒーレンスファクターを求めて、異方性部位の描出が
最も良好である走査領域を特定するようにしてもよい。
【００７１】
　次に、空間コンパウンド処理の第２の例について、図１５を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第２の例では、以下のようにして合成画像データが生成される
。すなわち、異方性部位検出部１６は、受信部１３の整相加算回路によって生成された音
線データに基づいて周波数解析を行う。異方性部位検出部１６は、この周波数解析の結果
から異方性部位の位置を判定する。異方性部位検出部１６は、このようにして超音波の反
射の異方性を評価する。画像処理部１５は、走査領域毎のコンポーネント画像データを生
成すると、異方性部位検出部１６による異方性部位の位置の判定結果に基づき、各コンポ
ーネント画像データに対する重み付けを行って空間コンパウンド処理を実施し、合成画像
データを生成する。
【００７２】
　ここで、腱や靭帯等の異方性部位は、繊維状の組織が複数並んだ態様となっている。こ
の異方性部位について超音波を送受信して画像化すると、図１６（Ａ）の破線Ａで囲まれ
た部分で示すように、縞状になって表れることがある。このような特徴的なパターンを「
Fibrillar-pattern」ということがある。この「Fibrillar-pattern」は、ある一定の規則
性を有しているため、例えば、図１６（Ａ）の鎖線Ｘで示された部分についての音線デー
タを図１６（Ｂ）で表すと、破線Ｂで囲まれた部分で示すような、特徴的な信号の波形を
示す。空間コンパウンド処理の第２の例では、音線データの周波数成分を解析してこの特
徴的な信号波形を示す部分を抽出することにより異方性部位を特定する。これにより、異
方性部位検出部１６は、異方性部位の位置を判定することができる。そして、異方性部位
検出部１６は、複数の走査領域のうち、異方性部位に対応する位置における信号強度の大
きいものを判定することにより、異方性部位の描出が最も良好である走査領域を特定する
。異方性部位検出部１６は、このようにして異方性部位を判定した結果、走査領域毎の重
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み付け量を設定する。画像処理部１５は、走査領域毎のコンポーネント画像データを生成
した後、異方性部位検出部１６によって設定された走査領域毎の重み付け量に応じて、コ
ンポーネント画像データに対してそれぞれ重み付けを行ってこれらを合成し、合成画像デ
ータを生成する。
【００７３】
　次に、空間コンパウンド処理の第３の例について、図１７を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第３の例では、以下のようにして合成画像データが生成される
。すなわち、異方性部位検出部１６は、画像生成部１４により包絡線検波処理が行われた
音線データから波形パターンの検出を行う。波形パターンの検出は、例えば、所定の波形
を示すテンプレートが異方性部位検出部１６に保持されており、このテンプレートと包絡
線検波が行われた音線データとを比較することにより行われる。異方性部位検出部１６は
、この波形パターンの検出結果から異方性部位の位置を判定する。異方性部位検出部１６
は、このようにして超音波の反射の異方性を評価する。具体的には、テンプレートとの相
関性が高い信号波形の部分を音線データから抽出することによって異方性部位の位置が特
定される。そして、画像処理部１５により走査領域毎のコンポーネント画像データが生成
されると、異方性部位検出部１６による異方性部位の位置の判定結果に基づき、画像処理
部１５が機能して、各コンポーネント画像データに対する重み付けが行われて空間コンパ
ウンド処理が実施され、合成画像データが生成される。
【００７４】
　空間コンパウンド処理の第２の例において上述したように、腱や靭帯等の異方性部位に
おける音線データは特徴的な信号の波形を示している。よって、このような音線データに
対して包絡線検波を行った場合にも特徴的な信号の波形が維持される。空間コンパウンド
処理の第３の例では、包絡線検波が行われた音線データとテンプレートとを比較して、相
関が高い部分を抽出することにより異方性部位を特定する。これにより、異方性部位検出
部１６は、異方性部位の位置を判定することができる。そして、異方性部位検出部１６は
、複数の走査領域のうち、異方性部位に対応する位置における信号強度の大きいものを判
定することにより、異方性部位の描出が最も良好である走査領域を特定する。異方性部位
検出部１６は、このようにして異方性部位を判定した結果、走査領域毎の重み付け量を設
定する。画像処理部１５は、走査領域毎のコンポーネント画像データを生成した後、異方
性部位検出部１６によって設定された走査領域毎の重み付け量に応じて、コンポーネント
画像データに対してそれぞれ重み付けを行ってこれらを合成し、合成画像データを生成す
る。
【００７５】
　次に、空間コンパウンド処理の第４の例について、図１８を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第４の例では、以下のようにして合成画像データが生成される
。すなわち、異方性部位検出部１６は、画像処理部１５によって生成された走査領域毎の
コンポーネント画像データ間の輝度の差分を表した差分画像データを生成する。差分画像
データは、例えば、３つのコンポーネント画像データが生成される場合には、３つのうち
の任意の２つのコンポーネント画像データによって生成される。なお、何れのコンポーネ
ント画像データを用いるかについては適宜設定することができる。また、３つのコンポー
ネント画像データから２つの全ての組み合わせについて差分画像データを生成するように
してもよい。異方性部位検出部１６は、このようにして生成された差分画像データのうち
、所定の閾値以上である画像領域を抽出する。異方性部位検出部１６は、抽出した画像領
域に対応する部分の音線データを超音波の反射の異方性の評価対象データとして抽出する
。異方性部位検出部１６は、この抽出した音線データに対し、上述した第１から第３の例
に示す空間コンパウンド処理における異方性部位の位置の判定（異方性部位判定処理）を
行う。画像処理部１５は、異方性部位検出部１６による異方性部位の位置の判定結果に基
づき、各コンポーネント画像データに対する重み付けを行って合成画像データを生成する
。
　このように、第４の例によれば、異方性部位に対応する部分を含む一部の音線データに
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対して異方性部位の位置の判定が行われるので、異方性部位の位置の検出精度が向上し、
また、処理負荷が軽減される。
【００７６】
　次に、空間コンパウンド処理の第５の例について、図１９を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第５の例では、以下のようにして合成画像データが生成される
。すなわち、異方性部位検出部１６は、画像処理部１５によって生成された走査領域毎の
コンポーネント画像データ間の輝度の差分を表した差分画像データを生成する。差分画像
データは、例えば、３つのコンポーネント画像データが生成される場合には、３つのコン
ポーネント画像データから２つの全ての組み合わせについて生成される。例えば、ステア
リング角度を０°、＋１０°及び－１０°でそれぞれ走査してコンポーネント画像データ
が得られた場合には、ステアリング角度－１０°で走査して得られたコンポーネント画像
データ及びステアリング角度０°で走査して得られたコンポーネント画像データ間の輝度
の差分を表した差分画像データと、ステアリング角度０°で走査して得られたコンポーネ
ント画像データ及びステアリング角度＋１０°で走査して得られたコンポーネント画像デ
ータ間の輝度の差分を表した差分画像データと、ステアリング角度－１０°で走査して得
られたコンポーネント画像データ及びステアリング角度＋１０°で走査して得られたコン
ポーネント画像データ間の輝度の差分を表した差分画像データと、を生成する。異方性部
位検出部１６は、このようにして得られた差分画像データからそれぞれ所定の閾値以上で
ある輝度差の部分を抽出する輝度差判定を行う。異方性部位検出部１６は、所定の閾値以
上の輝度差部分が抽出された差分画像データから異方性部位を特定し、さらに、異方性部
位に対応する部分における輝度差の最も大きい差分画像データを特定する。異方性部位の
特定は、例えば、所定の閾値以上の輝度差の生じている部分が直線的あるいは曲線的に表
されている領域を抽出することにより特定することができる。異方性部位検出部１６は、
異方性部位に対応する部分における輝度差の最も大きい差分画像データを生成するのに用
いられたコンポーネント画像データのうち、異方性部位に対応する領域における輝度の最
も高いものを判定する。異方性部位検出部１６は、このようにして超音波の反射の異方性
を評価する。これにより、異方性部位の描出が最も良好である走査領域が特定される。異
方性部位検出部１６は、このようにして異方性部位を判定した結果、走査領域毎の重み付
け量を設定する。画像処理部１５は、異方性部位検出部１６によって設定された走査領域
毎の重み付け量に応じて、コンポーネント画像データに対してそれぞれ重み付けを行って
これらを合成し、合成画像データを生成する。
【００７７】
　次に、空間コンパウンド処理の第６の例について、図２０を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第６の例では、以下のようにして合成画像データが生成される
。すなわち、異方性部位検出部１６は、画像処理部１５によって生成された走査領域毎の
コンポーネント画像データについて、それぞれ空間周波数解析を行ってコンポーネント画
像の周期性を解析する。空間周波数解析は、例えば、コンポーネント画像データに対して
空間ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）変換を実施することにより実現できる。コンポー
ネント画像データに異方性部位が含まれている場合には、空間周波数解析を行って得られ
た結果に特定のパターンが含まれるようになる。異方性部位検出部１６は、空間周波数解
析を行って得られた結果にこの特定パターンが含まれていることを検出することにより、
異方性部位の位置を特定する。なお、走査領域毎のコンポーネント画像データ間で差分画
像データを生成し、この差分画像データに対して空間周波数解析を行って異方性部位の位
置を特定するようにしてもよい。異方性部位検出部１６は、画像処理部１５によって生成
された走査領域毎のコンポーネント画像データのうち、異方性部位に対応する部分におけ
る輝度の最も高いものを判定する。異方性部位検出部１６は、このようにして超音波の反
射の異方性を評価する。これにより、異方性部位の描出が最も良好である走査領域が特定
される。異方性部位検出部１６は、このようにして異方性部位を判定した結果、走査領域
毎の重み付け量を設定する。画像処理部１５は、異方性部位検出部１６によって設定され
た走査領域毎の重み付け量に応じて、コンポーネント画像データに対してそれぞれ重み付



(19) JP 2014-33914 A 2014.2.24

10

20

30

40

50

けを行ってこれらを合成し、合成画像データを生成する。
【００７８】
　次に、空間コンパウンド処理の第７の例について、図２１を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第７の例では、以下のようにして合成画像データが生成される
。すなわち、異方性部位検出部１６は、画像処理部１５によって生成された走査領域毎の
コンポーネント画像データについて、それぞれ異方性部位を示す画像パターンの検出を行
う。この画像パターンを異方性部位画像パターンということがある。画像パターンの検出
は、例えば、所定の画像テンプレートが異方性部位検出部１６に保持されており、この画
像テンプレートとコンポーネント画像データとを比較することにより行われる。そして、
異方性部位検出部１６は、この画像パターンの検出結果から異方性部位の位置を判定する
。具体的には、所定大きさの画像テンプレートと相関の高い領域をコンポーネント画像デ
ータから抽出することによって異方性部位の位置が特定される。そして、異方性部位検出
部１６は、画像処理部１５によって生成された走査領域毎のコンポーネント画像データの
うち、異方性部位に対応する部分における輝度の最も高いものを判定する。異方性部位検
出部１６は、このようにして超音波の反射の異方性を評価する。これにより、異方性部位
の描出が最も良好である走査領域が特定される。異方性部位検出部１６は、このようにし
て異方性部位を判定した結果、走査領域毎の重み付け量を設定する。画像処理部１５は、
異方性部位検出部１６によって設定された走査領域毎の重み付け量に応じて、コンポーネ
ント画像データに対してそれぞれ重み付けを行ってこれらを合成し、合成画像データを生
成する。
【００７９】
　次に、空間コンパウンド処理の第８の例について、図２２を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第８の例では、以下のようにして合成画像データが生成される
。すなわち、異方性部位検出部１６は、画像処理部１５によって生成された走査領域毎の
コンポーネント画像データについて、それぞれ所定のエッジフィルタを使用してエッジ部
分の輝度を強調するエッジ強調処理を行う。なお、エッジを強調する方法は任意のものを
適用することができる。そして、異方性部位検出部１６は、エッジ強調されたコンポーネ
ント画像データとエッジ強調を行う前のコンポーネント画像データとの輝度の差分を表し
た差分画像データを生成する。これにより、エッジ部分のみが抽出された差分画像データ
が生成される。異方性部位検出部１６は、この差分画像データから異方性部位の位置を特
定する。異方性部位の位置の特定は、例えば、所定長さ以上の直線成分あるいは曲線成分
を差分画像データから抽出することにより実現することができる。異方性部位検出部１６
は、画像処理部１５によって生成された走査領域毎のコンポーネント画像データのうち、
異方性部位に対応する部分における輝度の最も高いものを判定する。異方性部位検出部１
６は、このようにして超音波の反射の異方性を評価する。これにより、異方性部位の描出
が最も良好である走査領域が特定される。ここで、エッジ部分が抽出された差分画像デー
タに一定の長さを超える直線あるいは曲線を構成するエッジ部分が含まれる場合に、その
含有割合を差分画像データ毎に算出し、算出した含有割合を差分画像データ間で比較する
ことにより異方性部位の描出が最も良好である走査領域を特定するようにしてもよい。異
方性部位検出部１６は、このようにして異方性部位を判定した結果、走査領域毎の重み付
け量を設定する。画像処理部１５は、異方性部位検出部１６によって設定された走査領域
毎の重み付け量に応じて、コンポーネント画像データに対してそれぞれ重み付けを行って
これらを合成し、合成画像データを生成する。
【００８０】
　次に、空間コンパウンド処理の第９の例について、図２３を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第９の例では、以下のようにして合成画像データが生成される
。すなわち、異方性部位検出部１６は、画像処理部１５によって生成された走査領域毎の
コンポーネント画像データ間の相関係数を求める演算を行い、その結果から異方性部位の
位置を特定する。より具体的には、例えば、３つのコンポーネント画像データが生成され
る場合には、３つのコンポーネント画像データから２つの全ての組み合わせについてそれ
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ぞれ相関係数を求める。相関係数Ｐは下記式（４）によって求めることができる。
【数３】

 
【００８１】
　そして、異方性部位検出部１６は、上述のようにして求められたコンポーネント画像デ
ータの組み合わせ毎の相関係数が所定の閾値以下である場合には、当該コンポーネント画
像データに異方性部位が含まれていると判定する。異方性部位検出部１６は、コンポーネ
ント画像データに異方性部位が含まれていると判定したときは、コンポーネント画像デー
タ間の輝度の差分を表した差分画像データを生成する。この差分画像データは、２つのコ
ンポーネント画像データの全ての組み合わせについて生成される。異方性部位検出部１６
は、このようにして生成された各差分画像データから異方性部位に対応する位置における
輝度差の最も大きい差分画像データを特定する。異方性部位の特定方法については、上述
した通りである。異方性部位検出部１６は、異方性部位に対応する部分における輝度差の
最も大きい差分画像データを生成するのに用いられたコンポーネント画像データのうち、
異方性部位に対応する領域における輝度の最も高いものを判定する。異方性部位検出部１
６は、このようにして超音波の反射の異方性を評価する。これにより、異方性部位の描出
が最も良好である走査領域が特定される。異方性部位検出部１６は、このようにして異方
性部位を判定した結果、走査領域毎の重み付け量を設定する。画像処理部１５は、異方性
部位検出部１６によって設定された走査領域毎の重み付け量に応じて、コンポーネント画
像データに対してそれぞれ重み付けを行ってこれらを合成し、合成画像データを生成する
。
【００８２】
　次に、空間コンパウンド処理の第１０の例について、図２４を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第１０の例では、以下のようにして合成画像データが生成され
る。すなわち、異方性部位検出部１６は、画像処理部１５によって生成された走査領域毎
のコンポーネント画像データ間の輝度の差分を表した差分画像データを生成する。差分画
像データは、例えば、３つのコンポーネント画像データが生成される場合には、３つのう
ちの任意の２つのコンポーネント画像データによって生成される。なお、何れのコンポー
ネント画像データを用いるかについては適宜設定することができる。また、３つのコンポ
ーネント画像データから２つの全ての組み合わせについて差分画像データを生成するよう
にしてもよい。異方性部位検出部１６は、このようにして求められた差分画像データのう
ち、所定の閾値以上である画像領域を抽出する。異方性部位検出部１６は、抽出した画像
領域に対応する部分のコンポーネント画像データに対し、上述した第５から第９の例に示
す空間コンパウンド処理における異方性部位の位置の判定（異方性部位判定処理）を行う
。異方性部位検出部１６は、このようにして超音波の反射の異方性を評価する。画像処理
部１５は、異方性部位検出部１６による異方性部位の位置の判定結果に基づき、各コンポ
ーネント画像データに対する重み付けを行って合成画像データを生成する。
　このように、第１０の例によれば、異方性部位が含まれる一部のコンポーネント画像デ
ータに対して異方性部位の位置の判定が行われるので、異方性部位の位置の検出精度が向
上し、また、処理負担が軽減される。
【００８３】
　次に、空間コンパウンド処理の第１１の例について、図２５を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第１１の例では、以下のようにして合成画像データが生成され
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る。すなわち、制御部１９は、送信部１２及び受信部１３を制御して、ステアリング角度
の異なる複数の走査領域に対してそれぞれ超音波の走査を行う（ステップＳ１０１）。制
御部１９は、画像生成部１４及び画像処理部１５を制御して、上述のようにして超音波の
走査を行って得られた受信信号に基づき、走査領域毎のコンポーネント画像データを生成
する（ステップＳ１０２）。制御部１９は、異方性部位検出部１６を制御して、第１から
第３及び第５から第９の例に示す空間コンパウンド処理から何れかにおける異方性部位の
位置の判定（第１異方性部位判定処理）を行う（ステップＳ１０３）。制御部１９は、第
１異方性部位判定処理を行った結果、異方性部位が検出されたか否かを判定する（ステッ
プＳ１０４）。制御部１９は、異方性部位が検出されたと判定したときは（ステップＳ１
０４：Ｙ）、異方性部位検出部１６を制御して、第１から第３及び第５から第９の例に示
す空間コンパウンド処理から何れかであって、第１異方性部位判定処理において実施され
たものとは異なる種類の空間コンパウンド処理の異方性部位の位置の判定（第２異方性部
位判定処理）を行う（ステップＳ１０５）。制御部１９は、第２異方性部位判定処理を行
った結果、異方性部位が検出されたか否かを判定する（ステップＳ１０６）。制御部１９
は、異方性部位が検出されたと判定したときは（ステップＳ１０６：Ｙ）、異方性部位検
出部１６を制御して、異方性部位の描出が最も良好である走査領域のコンポーネント画像
データを特定することで超音波の反射の異方性を評価し、この評価結果に基づいて走査領
域毎の重み付け量を設定する（ステップＳ１０７）。制御部１９は、画像処理部１５を制
御して、異方性部位検出部１６によって設定された走査領域毎の重み付け量の設定内容に
応じて、コンポーネント画像データに対してそれぞれ重み付けを行ってこれらを合成し、
合成画像データを生成して（ステップＳ１０８）、この処理を終了する。一方、制御部１
９は、ステップＳ１０４又はステップＳ１０６において、異方性部位が検出されたと判定
しないときは（ステップＳ１０４：Ｎ、ステップＳ１０６：Ｎ）、各コンポーネント画像
データに対する重み付けを均等にしてこれらを合成し、合成画像データを生成する。
　このように、第１１の例によれば、異方性部位の位置の検出精度が向上し、適切な空間
コンパウンド処理を実施することができるようになる。
　なお、この空間コンパウンド処理では、２回の異方性部位判定処理を実施するようにし
たが、３回以上実施するようにしてもよい。
【００８４】
　次に、空間コンパウンド処理の第１２の例について、図２６を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第１２の例では、以下のようにして合成画像データが生成され
る。すなわち、制御部１９は、送信部１２及び受信部１３を制御して、ステアリング角度
の異なる複数の走査領域に対してそれぞれ超音波の走査を行う（ステップＳ２０１）。制
御部１９は、画像生成部１４及び画像処理部１５を制御して、上述のようにして超音波の
走査を行って得られた受信信号に基づき、走査領域毎のコンポーネント画像データを生成
する（ステップＳ２０２）。制御部１９は、異方性部位検出部１６を制御して、第１から
第３及び第５から第９の例に示す空間コンパウンド処理から何れかにおける異方性部位の
位置の判定（異方性部位判定処理）を行う（ステップＳ２０３）。制御部１９は、異方性
部位判定処理を行った結果、異方性部位が検出されたか否かを判定する（ステップＳ２０
４）。本実施の形態では、このようにして超音波の反射の異方性を評価することができる
。制御部１９は、異方性部位が検出されたと判定したときは（ステップＳ２０４：Ｙ）、
後述するエッジ強調処理を実施する対象となるコンポーネント画像データを選択する（ス
テップＳ２０５）。具体的には、制御部１９は、上述したようにして異方性部位の描出が
最も良好である走査領域のコンポーネント画像データを特定し、これをエッジ強調処理を
実施するコンポーネント画像データとする。制御部１９は、異方性部位検出部１６を制御
して、選択されたコンポーネント画像データから異方性部位となる領域を抽出する（ステ
ップＳ２０６）。制御部１９は、異方性部位検出部１６を制御して、抽出された領域に対
して所定のエッジフィルタを使用してエッジ部分の輝度を強調するエッジ強調処理を行う
（ステップＳ２０７）。制御部１９は、画像処理部１５を制御して、エッジ強調処理が行
われたコンポーネント画像データと、他のコンポーネント画像データとを合成して、合成
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画像データを生成し（ステップＳ２０８）、この処理を終了する。このとき、各コンポー
ネント画像データに対する重み付け量は均等である。なお、各コンポーネント画像データ
に対して重み付けを行って合成画像データを生成してもよい。一方、制御部１９は、ステ
ップＳ２０４において、異方性部位が検出されたと判定しないときは（ステップＳ２０４
：Ｎ）ステップＳ２０５～ステップＳ２０７の処理を行わずにステップＳ２０８の処理を
実行する。なお、第１２の例では、異方性部位となる領域に対してエッジ強調処理を行っ
た後に合成画像データを生成するようにしたが、異方性部位となる領域と他の領域とに分
離し、異方性部位となる領域について重み付けを行い、他の領域については重み付け量を
均等にして合成画像データを生成するようにしてもよい。
　このように、第１２の例によれば、領域毎に画像の合成の最適化を図ることができ、し
たがって、異方性部位についてより明瞭に表すことができるようになる。
【００８５】
　上述した第１から第１２の空間コンパウンド処理では、整相加算を行うために使用する
受信信号の振動子で構成する口径（受信開口）に対する受信フォーカス点の深度の比率を
表す受信Ｆ値を０．８以下とすると、異方性部位がより明瞭に表れるようになるので好ま
しいが、これに限定されない。また、受信Ｆ値に対して、超音波を送信する振動子で構成
する口径（送信開口）に対する送信フォーカス点の深度の比率を表す送信Ｆ値を３以上と
すると、異方性部位がさらに明瞭に表れるようになるので好ましく、３．０～３．５とす
るとより好ましいが、これに限定されない。
【００８６】
　次に、空間コンパウンド処理の第１３の例について、図２７を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第１３の例では、以下のようにして合成画像データが生成され
る。すなわち、異方性部位検出部１６は、第１の例において上述したようにして、受信部
１３によって得られた複数の走査領域のそれぞれの受信信号に基づき、コヒーレンスファ
クターをそれぞれ求める。そして、異方性部位検出部１６は、このコヒーレンスファクタ
ーから異方性部位の位置を判定する。異方性部位検出部１６は、このようにして超音波の
反射の異方性を評価する。そして、異方性部位検出部１６は、判定した異方性部位の位置
に応じて、超音波の送受信条件の設定を行う。超音波の送受信条件は、例えば、送信部１
２による超音波の走査を行う際の複数のステアリング角度である。そして、設定された送
受信条件にて超音波の送受信を行った後、これにより取得された複数の走査領域のそれぞ
れの受信信号に基づいてコンポーネント画像データをそれぞれ生成する。画像処理部１５
は、このようにして生成された走査領域毎のコンポーネント画像データを合成し、合成画
像データを生成する。ここで、合成画像データを生成する際の各コンポーネント画像デー
タに対する重み付けは均等である。
　例えば、０°、＋１０°及び－１０°の３つのステアリング角度でそれぞれ超音波の走
査を行って得られた複数の走査領域のそれぞれの受信信号からコヒーレンスファクターを
それぞれ求める。そして、コヒーレンスファクターの算出結果から異方性部位が良好に描
出されている走査領域を特定する。すなわち、異方性部位の向きを特定する。そして、特
定した異方性部位の向きに応じて、超音波の走査を行う際のステアリング角度を設定する
。コヒーレンスファクターを求めた結果、例えば、ステアリング角度－１０°の走査領域
における異方性部位が最も良好に描出されていると判定された場合には、超音波の走査を
行う際のステアリング角度を、０°、－１０°及び－２０°に設定する。そして、ステア
リング角度が０°、－１０°及び－２０°の走査領域でそれぞれ超音波の走査を行い、コ
ンポーネント画像データを走査領域毎に取得する。そして、このようにして取得された走
査領域毎のコンポーネント画像データを合成して合成画像データを生成する。
　なお、第１３の例において、走査領域間でコヒーレンスファクターの差分を求め、差分
が所定値よりも大きい場合に、ステアリング角度を変更して再度超音波の走査を行って再
度コヒーレンスファクターの差分を求め、これを差分が所定値以下となるまで繰り返し、
走査領域間のコヒーレンスファクターの差分が所定値以下となったとき、すなわち、異方
性部位が良好に描出できるステアリング角度となったときに、そのステアリング角度で取
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得した走査領域毎のコンポーネント画像データで合成画像データを生成するようにしても
よい。
【００８７】
　次に、空間コンパウンド処理の第１４の例について、図２８を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第１４の例では、以下のようにして合成画像データが生成され
る。すなわち、異方性部位検出部１６は、第２の例において上述したようにして、受信部
１３の整相加算回路によって生成された音線データに基づいて周波数解析を行う。異方性
部位検出部１６は、この周波数解析の結果から異方性部位の位置を判定する。異方性部位
検出部１６は、このようにして超音波の反射の異方性を評価する。異方性部位検出部１６
は、判定した異方性部位の位置に応じて、超音波の送受信条件の設定を行う。そして、送
信部１２及び受信部１３は、設定された送受信条件にて超音波の送受信を行う。画像処理
部１５は、超音波の送受信により取得された複数の走査領域のそれぞれの受信信号に基づ
いてコンポーネント画像データをそれぞれ生成する。画像処理部１５は、このようにして
生成された走査領域毎のコンポーネント画像データを合成し、合成画像データを生成する
。
【００８８】
　次に、空間コンパウンド処理の第１５の例について、図２９を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第１５の例では、以下のようにして合成画像データが生成され
る。すなわち、異方性部位検出部１６は、第３の例において上述したようにして、画像生
成部１４により包絡線検波処理が行われた音線データに基づいて波形パターンの検出を行
う。異方性部位検出部１６は、この波形パターンの検出結果から異方性部位の位置を判定
する。異方性部位検出部１６は、このようにして超音波の反射の異方性を評価する。異方
性部位検出部１６は、判定した異方性部位の位置に応じて、超音波の送受信条件の設定を
行う。そして、送信部１２及び受信部１３は、設定された送受信条件にて超音波の送受信
を行う。画像処理部１５は、超音波の送受信により取得された複数の走査領域のそれぞれ
の受信信号に基づいてコンポーネント画像データをそれぞれ生成する。画像処理部１５は
、このようにして生成された走査領域毎のコンポーネント画像データを合成し、合成画像
データを生成する。
【００８９】
　次に、空間コンパウンド処理の第１６の例について、図３０を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第１６の例では、以下のようにして画像合成データが生成され
る。すなわち、異方性部位検出部１６は、第４の例において上述したようにして、画像処
理部１５によって生成された走査領域毎のコンポーネント画像データ間の輝度の差分を表
した差分画像データを生成する。異方性部位検出部１６は、このようにして生成された差
分画像データのうち、所定の閾値以上である画像領域を判定対象画像領域として抽出する
。異方性部位検出部１６は、抽出した画像領域に対応する部分の音線データを判定対象デ
ータとして抽出する。異方性部位検出部１６は、抽出した音線データに対し、上述した第
１３から第１５の例に示す空間コンパウンド処理における異方性部位の位置の判定（異方
性部位判定処理）を行う。異方性部位検出部１６は、このようにして超音波の反射の異方
性を評価する。異方性部位検出部１６は、異方性部位の位置の判定結果に応じて、超音波
の送受信条件の設定を行う。そして、送信部１２及び受信部１３は、設定された送受信条
件にて超音波の送受信を行う。画像処理部１５は、超音波の送受信により取得された複数
の走査領域のそれぞれの受信信号に基づいてコンポーネント画像データをそれぞれ生成す
る。画像処理部１５は、このようにして生成された走査領域毎のコンポーネント画像デー
タを合成し、合成画像データを生成する。
【００９０】
　次に、空間コンパウンド処理の第１７の例について、図３１を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第１７の例では、以下のようにして画像合成データが生成され
る。すなわち、異方性部位検出部１６は、第５の例において上述したようにして、画像処
理部１５によって生成された走査領域毎のコンポーネント画像データ間の輝度の差分を表
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した差分画像データを生成する。異方性部位検出部１６は、このようにして得られた差分
画像データからそれぞれ所定の閾値以上である輝度差の部分を抽出する輝度差判定を行う
。異方性部位検出部１６は、所定の閾値以上の輝度差部分が抽出された差分画像データか
ら異方性部位を特定し、さらに、異方性部位に対応する部分における輝度差の最も大きい
差分画像データを特定する。異方性部位検出部１６は、異方性部位に対応する部分におけ
る輝度差の最も大きい差分画像データを生成するのに用いられたコンポーネント画像デー
タのうち、異方性部位に対応する領域における輝度の最も高いものを判定する。異方性部
位検出部１６は、このようにして超音波の反射の異方性を評価する。これにより、異方性
部位の描出が最も良好である走査領域が特定される。そして、異方性部位検出部１６は、
判定結果に応じて、超音波の送受信条件の設定を行う。そして、送信部１２及び受信部１
３は、設定された送受信条件にて超音波の送受信を行う。画像処理部１５は、超音波の送
受信により取得された複数の走査領域のそれぞれの受信信号に基づいてコンポーネント画
像データをそれぞれ生成する。画像処理部１５は、このようにして生成された走査領域毎
のコンポーネント画像データを合成し、合成画像データを生成する。
【００９１】
　次に、空間コンパウンド処理の第１８の例について、図３２を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第１８の例では、以下のようにして画像合成データが生成され
る。すなわち、異方性部位検出部１６は、第６の例において上述したようにして、画像処
理部１５によって生成された走査領域毎のコンポーネント画像データについて、それぞれ
空間周波数解析を行ってコンポーネント画像の周期性を解析する。異方性部位検出部１６
は、解析した結果に特定のパターンが含まれていることを検出することにより、異方性部
位の位置を特定する。異方性部位検出部１６は、画像処理部１５によって生成された走査
領域毎のコンポーネント画像データのうち、異方性部位に対応する部分における輝度の高
いものを判定する。異方性部位検出部１６は、このようにして超音波の反射の異方性を評
価する。これにより、異方性部位の描出が最も良好である走査領域が特定される。そして
、異方性部位検出部１６は、判定結果に応じて、超音波の送受信条件の設定を行う。そし
て、送信部１２及び受信部１３は、設定された送受信条件にて超音波の送受信を行う。画
像処理部１５は、超音波の送受信により取得された複数の走査領域のそれぞれの受信信号
に基づいてコンポーネント画像データをそれぞれ生成する。画像処理部１５は、このよう
にして生成された走査領域毎のコンポーネント画像データを合成し、合成画像データを生
成する。
【００９２】
　次に、空間コンパウンド処理の第１９の例について、図３３を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第１９の例では、以下のようにして画像合成データが生成され
る。すなわち、異方性部位検出部１６は、第７の例において上述したようにして、画像処
理部１５によって生成された走査領域毎のコンポーネント画像データについて、それぞれ
画像パターンの検出を行う。そして、異方性部位検出部１６は、この画像パターンの検出
結果から異方性部位の位置を判定する。そして、異方性部位検出部１６は、画像処理部１
５によって生成された走査領域毎のコンポーネント画像データのうち、異方性部位に対応
する部分における輝度の最も高いものを判定する。異方性部位検出部１６は、このように
して超音波の反射の異方性を評価する。これにより、異方性部位の描出が最も良好である
走査領域が特定される。そして、異方性部位検出部１６は、判定結果に応じて、超音波の
送受信条件の設定を行う。そして、送信部１２及び受信部１３は、設定された送受信条件
にて超音波の送受信を行う。画像処理部１５は、超音波の送受信により取得された複数の
走査領域のそれぞれの受信信号に基づいてコンポーネント画像データをそれぞれ生成する
。画像処理部１５は、このようにして生成された走査領域毎のコンポーネント画像データ
を合成し、合成画像データを生成する。
【００９３】
　次に、空間コンパウンド処理の第２０の例について、図３４を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第２０の例では、以下のようにして合成画像データが生成され
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る。すなわち、異方性部位検出部１６は、第８の例において上述したようにして、画像処
理部１５によって生成された走査領域毎のコンポーネント画像データについて、それぞれ
エッジ強調処理を行う。そして、異方性部位検出部１６は、エッジ強調されたコンポーネ
ント画像データとエッジ強調を行う前のコンポーネント画像データとの輝度の差分を表し
た差分画像データを生成する。これにより、エッジ部分のみが抽出された差分画像データ
が生成される。異方性部位検出部１６は、この差分画像データから異方性部位の位置を特
定する。異方性部位検出部１６は、画像処理部１５によって生成された走査領域毎のコン
ポーネント画像データのうち、異方性部位に対応する部分における輝度の最も高いものを
判定する。異方性部位検出部１６は、このようにして超音波の反射の異方性を評価する。
これにより、異方性部位の描出が最も良好である走査領域が特定される。ここで、エッジ
部分が抽出された差分画像データに一定の長さを超える直線あるいは曲線を構成するエッ
ジ部分が含まれる場合に、その含有割合を差分画像データ毎に算出し、算出した含有割合
を差分画像データ間で比較することにより異方性部位の描出が最も良好である走査領域を
特定するようにしてもよい。そして、異方性部位検出部１６は、判定結果に応じて、超音
波の送受信条件の設定を行う。そして、送信部１２及び受信部１３は、設定された送受信
条件にて超音波の送受信を行う。画像処理部１５は、超音波の送受信により取得された複
数の走査領域のそれぞれの受信信号に基づいてコンポーネント画像データをそれぞれ生成
する。画像処理部１５は、このようにして生成された走査領域毎のコンポーネント画像デ
ータを合成し、合成画像データを生成する。
【００９４】
　次に、空間コンパウンド処理の第２１の例について、図３５を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第２１の例では、以下のようにして合成画像データが生成され
る。すなわち、異方性部位検出部１６は、第９の例において上述したようにして、画像処
理部１５によって生成された走査領域毎のコンポーネント画像データ間の相関係数を求め
る演算を行い、その結果から異方性部位がコンポーネント画像データに含まれているか判
定する。異方性部位検出部１６は、コンポーネント画像データに異方性部位が含まれてい
ると判定したときは、コンポーネント画像データ間の輝度の差分を表した差分画像データ
を生成する。この差分画像データは、２つのコンポーネント画像データの全ての組み合わ
せについて生成される。異方性部位検出部１６は、このようにして生成された各差分画像
データから異方性部位に対応する位置における輝度差の最も大きい差分画像データを特定
する。異方性部位検出部１６は、異方性部位に対応する部分における輝度差の最も大きい
差分画像データを生成するのに用いられたコンポーネント画像データのうち、異方性部位
に対応する領域における輝度の最も高いものを判定する。異方性部位検出部１６は、この
ようにして超音波の反射の異方性を評価する。これにより、異方性部位の描出が最も良好
である走査領域が特定される。そして、異方性部位検出部１６は、判定結果に応じて、超
音波の送受信条件の設定を行う。そして、送信部１２及び受信部１３は、設定された送受
信条件にて超音波の送受信を行う。画像処理部１５は、超音波の送受信により取得された
複数の走査領域のそれぞれの受信信号に基づいてコンポーネント画像データをそれぞれ生
成する。画像処理部１５は、このようにして生成された走査領域毎のコンポーネント画像
データを合成し、合成画像データを生成する。
【００９５】
　次に、空間コンパウンド処理の第２２の例について、図３６を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第２２の例では、以下のようにして合成画像データが生成され
る。すなわち、異方性部位検出部１６は、第１０の例において上述したようにして、画像
処理部１５によって生成された走査領域毎のコンポーネント画像データ間の輝度の差分を
表した差分画像データを生成する。異方性部位検出部１６は、このようにして求められた
差分画像データのうち、所定の閾値以上である画像領域を判定対象画像領域として抽出す
る。異方性部位検出部１６は、抽出した画像領域に対応する部分のコンポーネント画像デ
ータに対し、上述した第１７から第２１の例に示す空間コンパウンド処理における異方性
部位の位置の判定（異方性部位判定処理）を行う。異方性部位検出部１６は、このように



(26) JP 2014-33914 A 2014.2.24

10

20

30

40

50

して超音波の反射の異方性を評価する。異方性部位検出部１６は、異方性部位の位置の判
定結果に応じて、超音波の送受信条件の設定を行う。そして、送信部１２及び受信部１３
は、設定された送受信条件にて超音波の送受信を行う。画像処理部１５は、超音波の送受
信により取得された複数の走査領域のそれぞれの受信信号に基づいてコンポーネント画像
データをそれぞれ生成する。画像処理部１５は、このようにして生成された走査領域毎の
コンポーネント画像データを合成し、合成画像データを生成する。
【００９６】
　次に、空間コンパウンド処理の第２３の例について、図３７を参照しながら説明する。
　空間コンパウンド処理の第２３の例では、以下のようにして合成画像データが生成され
る。すなわち、制御部１９は、送信部１２及び受信部１３を制御して、ステアリング角度
の異なる複数の走査領域に対してそれぞれ超音波の走査を行う（ステップＳ３０１）。制
御部１９は、画像生成部１４及び画像処理部１５を制御して、上述のようにして超音波の
走査を行って得られた受信信号に基づき、走査領域毎のコンポーネント画像データを生成
する（ステップＳ３０２）。制御部１９は、異方性部位検出部１６を制御して第１３から
第１５及び第１７から第２１の例に示す空間コンパウンド処理から何れかにおける異方性
部位の位置の判定（第３異方性部位判定処理）を行う（ステップＳ３０３）。制御部１９
は、第３異方性部位判定処理を行った結果、異方性部位が検出されたか否かを判定する（
ステップＳ３０４）。制御部１９は、異方性部位が検出されたと判定したときは（ステッ
プＳ３０４：Ｙ）、異方性部位検出部１６を制御して、第１３から第１５及び第１７から
第２１の例に示す空間コンパウンド処理から何れかであって、第３異方性部位判定処理に
おいて実施されたものとは異なる種類の空間コンパウンド処理の異方性部位の位置の判定
（第４異方性部位判定処理）を行う（ステップＳ３０５）。制御部１９は、第４異方性部
位判定処理を行った結果、異方性部位が検出されたか否かを判定する（ステップＳ３０６
）。制御部１９は、異方性部位が検出されたと判定したときは（ステップＳ３０６：Ｙ）
、異方性部位検出部１６を制御して、異方性部位の描出が最も良好である走査領域のコン
ポーネント画像データを特定することで超音波の反射の異方性を評価し、この評価結果に
基づいて超音波の送受信条件の設定を行う（ステップＳ３０７）。制御部１９は、送信部
１２及び受信部１３を制御して、ステップＳ３０７で設定された超音波の送受信条件でス
テアリング角度の異なる複数の走査領域に対してそれぞれ超音波の走査を行う（ステップ
Ｓ３０８）。制御部１９は、画像生成部１４及び画像処理部１５を制御して、上述のよう
にして超音波の走査を行って得られた受信信号に基づき、走査領域毎のコンポーネント画
像データを再度生成する（ステップＳ３０９）。制御部１９は、画像処理部１５を制御し
て、再度生成された走査領域毎のコンポーネント画像データを合成し、合成画像データを
生成して（ステップＳ３１０）、この処理を終了する。一方、制御部１９は、ステップＳ
３０４又はステップＳ３０６において、異方性部位が検出されたと判定しないときは（ス
テップＳ３０４：Ｎ、ステップＳ３０６：Ｎ）、ステップＳ３０２において取得した走査
領域毎のコンポーネント画像データを合成し、合成画像データを生成する（ステップＳ３
１１）。このように、第２３の例によれば、異方性部位の位置の検出精度が向上し、適切
な空間コンパウンド処理を実施することができるようになる。
【００９７】
　上述した第１３から第２３の空間コンパウンド処理では、超音波の送受信条件が設定さ
れた後において、受信Ｆ値を０．８以下とすると、異方性部位がより明瞭に表れるように
なるので好ましいが、これに限定されない。また、受信Ｆ値に対する送信Ｆ値を３以上と
すると、異方性部位がさらに明瞭に表れるようになるので好ましく、３．０～３．５とす
るとより好ましいが、これに限定されない。
【００９８】
　なお、異方性部位の位置の判定方法については、上述したものに限定されず、例えば、
モルフォロジー演算を適用して異方性部位の位置を判定するようにしてもよい。
【００９９】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、送信部１２及び受信部１３は、複数の振
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動子２ａを駆動して、互いに異なる複数の方向に対して超音波の送受信をそれぞれ繰り返
すことにより、走査領域の一部又は全部が重複するように超音波の走査を複数回行う。画
像処理部１５は、送信部１２及び受信部１３による超音波の走査の結果得られた受信信号
から、複数のコンポーネント画像データを生成する。異方性部位検出部１６は、超音波画
像データ及び受信信号の少なくとも何れかに基づいて、被検体における超音波の反射の異
方性を評価する。画像処理部１５は、異方性部位検出部１６による評価結果に応じて、複
数のコンポーネント画像データを合成した合成画像データを生成する。その結果、超音波
の反射の異方性の評価結果に応じて、適応的に空間コンパウンドによる合成画像データを
生成することができるので、異方性部位を明瞭に描出することができるようになる。
【０１００】
　また、本実施の形態によれば、画像処理部１５は、異方性部位検出部１６による評価結
果に応じた方法で複数のコンポーネント画像データを合成して合成画像データを生成する
。その結果、空間コンパウンドによる合成画像データを生成する場合において、超音波画
像データの合成方法を適応的に変更することにより、異方性部位を明瞭に描出することが
できるようになる。
【０１０１】
　また、空間コンパウンド処理の第１２の例によれば、異方性部位検出部１６は、超音波
の反射の異方性を示す異方性部位を検出する。画像処理部１５は、異方性部位検出部１６
によって異方性部位を検出した部分と異方性部位を検出した部分以外の部分とで合成画像
データを生成するときの合成方法を異ならせる。その結果、異方性部位とそれ以外の部分
とでそれぞれ最適な画像を得ることができるようになる。
【０１０２】
　また、空間コンパウンド処理の第１から第１２の例によれば、整相加算を行うために使
用する受信信号の振動子２ａで構成する口径に対する受信フォーカス点の深度の比率を０
．８以下としたので、異方性部位から反射した反射超音波をより多く受信できるようにな
り、異方性部位をより明瞭に描出することができるようになる。
【０１０３】
　また、空間コンパウンド処理の第１から第１２の例によれば、受信Ｆ値に対する送信Ｆ
値を３以上としたので、異方性部位から反射した反射超音波をより多く受信できるように
なり、異方性部位をより明瞭に描出することができるようになる。
【０１０４】
　また、本実施の形態によれば、送信部１２及び受信部１３は、異方性部位検出部１６に
よる評価結果に応じて超音波を送受信するための送受信条件を設定し、設定した送受信条
件にて超音波の走査を行う。画像処理部１５は、設定した送受信条件にて超音波の走査を
行った結果得られた受信信号から生成された複数のコンポーネント画像データを合成した
合成画像データを生成する。その結果、空間コンパウンドによる合成画像データを生成す
る場合において、超音波の送受信条件を適応的に変更することにより、異方性部位を明瞭
に描出することができるようになる。
【０１０５】
　また、空間コンパウンド処理の第１３から第２３の例によれば、送信部１２及び受信部
１３は、異方性部位検出部１６による評価結果に応じて設定される送受信条件として、超
音波を送信する方向を設定する。その結果、異方性部位をより明瞭に描出することができ
るようになる。
【０１０６】
　また、空間コンパウンド処理の第１３から第２３の例によれば、送信部１２及び受信部
１３は、異方性部位検出部１６による評価結果に応じて設定される送受信条件として、超
音波の走査を行う走査領域の数を設定する。その結果、異方性部位をより明瞭に描出する
ことができるようになる。
【０１０７】
　また、空間コンパウンド処理の第１３から第２３の例によれば、送信部１２及び受信部
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１３は、異方性部位検出部１６による評価結果に応じて設定される送受信条件として、整
相加算を行うために使用する受信信号の振動子２ａを設定する。その結果、異方性部位を
より明瞭に描出することができるようになる。
【０１０８】
　また、空間コンパウンド処理の第１３から第２３の例によれば、送受信条件が設定され
た後における、整相加算を行うために使用する受信信号の振動子２ａで構成する口径に対
する受信フォーカス点の深度の比率を０．８以下としたので、異方性部位から反射した反
射超音波をより多く受信できるようになり、異方性部位をより明瞭に描出することができ
るようになる。
【０１０９】
　また、空間コンパウンド処理の第１３から第２３の例によれば、送受信条件が設定され
た後における、受信Ｆ値に対する送信Ｆ値の比率を３以上としたので、異方性部位から反
射した反射超音波をより多く受信できるようになり、異方性部位をより明瞭に描出するこ
とができるようになる。
【０１１０】
　また、空間コンパウンド処理の第４、第１０、第１６及び第２２の例によれば、異方性
部位検出部１６は、複数のコンポーネント画像データのうちの２つのコンポーネント画像
データの走査領域の重複する部分についての輝度の差分を算出し、該算出した輝度の差分
が所定の閾値以上である部分について異方性の評価を行う。その結果、異方性の評価範囲
を絞る込むことができ、異方性の評価の精度が向上するとともに、異方性の評価の処理効
率が向上する。
【０１１１】
　また、空間コンパウンド処理の第１及び第１３の例によれば、異方性部位検出部１６は
、複数の振動子２ａによって得られた整相加算を行う前の振動子２ａ毎の受信信号に基づ
き、コヒーレンスファクターを算出し、該算出したコヒーレンスファクターに基づいて異
方性の評価を行う。その結果、異方性部位の異方性反射特性による振動子毎の受信信号間
における信号相関性の低下を利用して異方性の評価を行うことができ、これによって異方
性部位をより明瞭に描出することができるようになる。
【０１１２】
　また、空間コンパウンド処理の第２及び第１４の例によれば、異方性部位検出部１６は
、受信信号に特定の周波数成分が連続して含まれていることを検出することにより、異方
性の評価を行う。その結果、異方性部位に相当する周波数成分を検出することにより異方
性の評価を行うことができ、これによって異方性部位を明瞭に描出することができるよう
になる。
【０１１３】
　また、空間コンパウンド処理の第３及び第１５の例によれば、異方性部位検出部１６は
、包絡線検波が行われた受信信号の波形に予め定められた波形パターンが含まれているこ
とを検出することにより、異方性の評価を行う。その結果、異方性部位に相当する包絡線
の波形パターンを検出することにより異方性の評価を行うことができ、これによって異方
性部位を明瞭に描出することができるようになる。
【０１１４】
　また、空間コンパウンド処理の第５及び第１７の例によれば、異方性部位検出部１６は
、複数のコンポーネント画像データの走査領域の重複する部分についての輝度の差分を算
出し、該算出した輝度の差分の大きさに基づいて異方性の評価を行う。その結果、異方性
部位に相当する領域を輝度差により検出することにより異方性の評価を行うことができ、
これによって異方性部位を明瞭に描出することができるようになる。
【０１１５】
　また、空間コンパウンド処理の第６及び第１８の例によれば、異方性部位検出部１６は
、コンポーネント画像データに対して空間周波数解析を行い、該空間周波数解析の結果か
ら異方性の評価を行う。その結果、異方性部位に相当する周波数成分を検出することによ
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り異方性の評価を行うことができ、これによって異方性部位を明瞭に描出することができ
るようになる。
【０１１６】
　また、空間コンパウンド処理の第７及び第１９の例によれば、異方性部位検出部１６は
、コンポーネント画像データに予め定められた異方性部位画像パターンが含まれているこ
とを検出することにより、異方性の評価を行う。その結果、異方性部位に相当する画像パ
ターンを検出することにより異方性の評価を行うことができ、これによって異方性部位を
明瞭に描出することができるようになる。
【０１１７】
　また、空間コンパウンド処理の第８及び第２０の例によれば、異方性部位検出部１６は
、コンポーネント画像データに対してエッジ検出を行い、該エッジ検出の結果、所定長さ
のエッジが連続して抽出されたことに基づいて異方性の評価を行う。その結果、エッジの
連続性により繊維状組織由来である異方性部位の検出を行うことができ、これによって異
方性部位を明瞭に描出することができるようになる。
【０１１８】
　また、空間コンパウンド処理の第９及び第２１の例によれば、異方性部位検出部１６は
、複数のコンポーネント画像データのうちの２つのコンポーネント画像データについて所
定の相関演算により相関係数を算出し、該算出した相関係数に基づいて異方性の評価を行
う。その結果、相関係数により異方性の評価を行うことができ、これによって異方性部位
を明瞭に描出することができるようになる。
【０１１９】
　また、空間コンパウンド処理の第１１及び第２３の例によれば、異方性部位検出部１６
は、異方性の評価するための複数種類の評価手段を実行する。画像処理部１５は、複数種
類の評価手段のうちの少なくとも所定数以上の評価手段によって異方性の評価が行われた
ことを条件に、異方性の評価結果に応じた合成画像データの生成を行う。その結果、異方
性の評価精度が向上する。
【０１２０】
　また、本実施の形態によれば、送信部１２及び受信部１３は、異方性部位検出部１６に
よる異方性の評価結果に応じて超音波を送受信するための送受信条件を設定し、該設定し
た送受信条件にて超音波の送信を行う。画像処理部１５は、設定した送受信条件にて超音
波の走査を行った結果得られた受信信号から生成された複数のコンポーネント画像データ
を、異方性部位検出部１６による異方性の評価結果に応じた合成方法で合成して合成画像
データを生成する。その結果、異方性部位の描出を相乗的に明瞭とすることができるよう
になる。
【０１２１】
　なお、本発明の実施の形態における記述は、本発明に係る超音波画像診断装置の一例で
あり、これに限定されるものではない。超音波画像診断装置を構成する各機能部の細部構
成及び細部動作に関しても適宜変更可能である。
【０１２２】
　また、本実施の形態では、第１から第２３の空間コンパウンド処理の全てを実行可能で
ある必要はなく、第１から第２３の空間コンパウンド処理のうちの１つ又は２以上実行で
きるものであればよい。
【０１２３】
　また、本実施の形態では、本発明に係るプログラムのコンピュータ読み取り可能な媒体
としてハードディスクや半導体の不揮発性メモリー等を使用した例を開示したが、この例
に限定されない。その他のコンピュータ読み取り可能な媒体として、ＣＤ－ＲＯＭ等の可
搬型記録媒体を適用することが可能である。また、本発明に係るプログラムのデータを通
信回線を介して提供する媒体として、キャリアウェーブ（搬送波）も適用される。
【実施例１】
【０１２４】
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　以下、本発明の具体的な実施例について説明するが、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。
【０１２５】
　上述した超音波画像診断装置を用いて前距腓靭帯周辺に対して超音波の送受信を行い、
下記の各条件（比較例１、２、実施例１～２５）により空間コンパウンド処理を行って得
られた合成画像データに基づいて表示した超音波画像について評価を行った。その評価結
果を下記表１及び表２に示す。
【０１２６】
　超音波画像の評価において、前距腓靭帯部については、第１に、前距腓靭帯を除く実質
部領域の平均画像輝度値に対する前距腓靭帯部領域の平均画素輝度値の割合を０～１０の
１１段階の評価で示す画像輝度評価を行った。ここで評価値は以下の通りである。
１０：相対輝度値１３０％以上
　９：相対輝度値１１０％以上１３０％未満
　８：相対輝度値９０％以上１１０％未満
　７：相対輝度値７５％以上９０％未満
　６：相対輝度値６０％以上７５％未満
　５：相対輝度値５０％以上６０％未満
　４：相対輝度値４０％以上５０％未満
　３：相対輝度値３０％以上４０％未満
　２：相対輝度値２０％以上３０％未満
　１：相対輝度値１０％以上２０％未満
　０：相対輝度値１０％未満
【０１２７】
　また、第２に、整形外科関連に従事する医師、臨床検査技師の合計１０名により視覚評
価を行い、下記評価基準に従って評点を得、その平均（小数点以下四捨五入）を求めるこ
とにより前距腓靭帯の描出性の評価を行った。
１０：正対している靭帯と同等あるいはそれ以上の描出性が得られており、状態の把握に
対して申し分のない描出性
　８：正対している靭帯と同等の描出性には至らないが、状態の把握に対して実用上問題
のない描出性
　６：正対している靭帯と同等の描出性に劣るが、状態の把握は可能なレベルの描出性
　４：正対している靭帯と同等の描出性には大きく劣り、状態の把握に支障があるレベル
の描出性
　２：靭帯の存在は確認できるが、状態の把握は困難なレベルの描出性
　０：靭帯の存在すら確認することが困難なレベルの描出性
【０１２８】
　また、超音波画像の評価において、前距腓靭帯部以外の領域については、整形外科関連
に従事する医師、臨床検査技師の合計１０名により視覚評価を行い、下記評価基準に従っ
て評点を得、その平均（小数点以下四捨五入）を求めることにより前距腓靭帯以外の領域
の描出性の評価を行った。
１０：組織状態の把握に対して申し分ない描出性
　８：組織状態の把握に対して実用上問題のない描出性
　６：良好ではないが組織状態の把握は可能なレベルの描出性
　４：組織状態の把握に支障があるレベルの描出性
　２：組織状態の把握が困難なレベルの描出性
【０１２９】
［比較例１］
　比較例１では、ステアリング角度を０°とした走査領域に対応するコンポーネント画像
データのみを取得し、空間コンパウンド処理は実施しない。送信Ｆ値は３．５とした（比
較例２、実施例１～２５も同様）。また、受信Ｆ値は１．５とした（比較例２、実施例１
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～１１、１３～２１、２３、２４も同様）。
【０１３０】
［比較例２］
　比較例２では、ステアリング角度を０°、＋１０°、－１０°の走査領域にそれぞれ対
応するコンポーネント画像データを取得し、空間コンパウンド処理を実施する（実施例１
～２５も同様）。このとき、各コンポーネント画像データの合成比率は均等としている。
【０１３１】
［実施例１］
　実施例１では、上述した第１の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像デー
タを生成した。空間コンパウンド処理を行う際、ステアリング角度０°の走査領域に対応
するコンポーネント画像データについては４０％の重み付けをし、ステアリング角度＋１
０°の走査領域に対応するコンポーネント画像データについては２０％の重み付けをし、
ステアリング角度－１０°の走査領域に対応するコンポーネント画像データについては４
０％の重み付けをした（実施例２～９、１１、１２も同様）。
【０１３２】
［実施例２］
　実施例２では、上述した第２の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像デー
タを生成した。
【０１３３】
［実施例３］
　実施例３では、上述した第３の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像デー
タを生成した。
【０１３４】
［実施例４］
　実施例４では、上述した第５の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像デー
タを生成した。
【０１３５】
［実施例５］
　実施例５では、上述した第６の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像デー
タを生成した。
【０１３６】
［実施例６］
　実施例６では、上述した第７の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像デー
タを生成した。
【０１３７】
［実施例７］
　実施例７では、上述した第８の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像デー
タを生成した。
【０１３８】
［実施例８］
　実施例８では、上述した第９の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像デー
タを生成した。
【０１３９】
［実施例９］
　実施例９では、上述した第１０の例による空間コンパウンド処理を適用して上述した第
７の例による空間コンパウンド処理を実施し、合成画像データを生成した。すなわち、上
述した第１０の例による空間コンパウンド処理を実施して判定対象とする画像領域を抽出
し、これに対応する部分のコンポーネント画像データを抽出する。そして、この抽出され
たコンポーネント画像データの部分に対して上述した第７の例による空間コンパウンド処
理を適用し、合成画像データを生成する。
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【０１４０】
［実施例１０］
　実施例１０では、上述した第１１の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像
データを生成した。ここで、第１異方性部位判定処理として、第５の例に示す空間コンパ
ウンド処理における異方性部位の位置の判定を行っており、第２異方性部位判定処理とし
て、第８の例に示す空間コンパウンド処理における異方性部位の位置の判定を行っている
。また、空間コンパウンド処理を行う際、ステアリング角度０°の走査領域に対応するコ
ンポーネント画像データについては５０％の重み付けをし、ステアリング角度＋１０°の
走査領域に対応するコンポーネント画像データについては１０％の重み付けをし、ステア
リング角度－１０°の走査領域に対応するコンポーネント画像データについては４０％の
重み付けをした。
【０１４１】
［実施例１１］
　実施例１１では、上述した第１２の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像
データを生成した。ここで、異方性部位判定処理として、第５の例に示す空間コンパウン
ド処理における異方性部位の位置の判定を行っている。そして、ステアリング角度－１０
°の走査領域に対応するコンポーネント画像データにおける異方性部位となる領域に対し
てエッジ強調処理を行った。
【０１４２】
［実施例１２］
　実施例１２では、上述した第５の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像デ
ータを生成した。このとき、受信Ｆ値は０．８とした。
【０１４３】
［実施例１３］
　実施例１３では、上述した第１３の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像
データを生成した。送受信条件の変更後は、ステアリング角度０°、－２０°、－１０°
の走査領域にそれぞれ対応するコンポーネント画像データを取得し、空間コンパウンド処
理を実施した（実施例１４～２０、２４、２５も同様）。このとき、各コンポーネント画
像データの合成比率は均等としている（実施例１４～２２も同様）。
【０１４４】
［実施例１４］
　実施例１４では、上述した第１４の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像
データを生成した。
【０１４５】
［実施例１５］
　実施例１５では、上述した第１５の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像
データを生成した。
【０１４６】
［実施例１６］
　実施例１６では、上述した第１７の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像
データを生成した。
【０１４７】
［実施例１７］
　実施例１７では、上述した第１８の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像
データを生成した。
【０１４８】
［実施例１８］
　実施例１８では、上述した第１９の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像
データを生成した。
【０１４９】
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［実施例１９］
　実施例１９では、上述した第２０の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像
データを生成した。
【０１５０】
［実施例２０］
　実施例２０では、上述した第２１の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像
データを生成した。
【０１５１】
［実施例２１］
　実施例２１では、上述した第２３の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像
データを生成した。このとき、第３異方性部位判定処理として以下の処理を行う。すなわ
ち、上述した第１６の例による空間コンパウンド処理における異方性部位の位置の判定を
行う。より具体的には、上述した第１６の例による空間コンパウンド処理を実施して判定
対象とする画像領域を抽出し、これに対応する部分の音線データを抽出する。そして、こ
の抽出された音線データに対し、上述した第１４の例に示す空間コンパウンド処理におけ
る異方性部位の位置の判定を行う。次に、第４異方性部位判定処理として以下の処理を行
う。すなわち、上述した第２２の例による空間コンパウンド処理における異方性部位の位
置の判定を行う。より具体的には、上述した第２２の例による空間コンパウンド処理を実
施して判定対象とする画像領域を抽出し、これに対応する部分のコンポーネント画像デー
タを抽出する。そして、この抽出されたコンポーネント画像データの部分に対し、上述し
た第１７の例に示すコンパウンド処理における異方性部位の位置の判定を行っている。ま
た、送受信条件の変更後は、ステアリング角度０°、－７．５°、－１５°の走査領域で
それぞれ超音波の走査を行ってコンポーネント画像データを取得し、空間コンパウンド処
理を実施した。
【０１５２】
［実施例２２］
　実施例２２では、受信Ｆ値を０．８とした点を除き、実施例２１と同様とした。
【０１５３】
［実施例２３］
　実施例２３では、上述した第２３の例による空間コンパウンド処理を実施して合成画像
データを生成した。このとき、第３異方性部位判定処理として以下の処理を行う。すなわ
ち、上述した第２２の例による空間コンパウンド処理における異方性部位の位置の判定を
行う。より具体的には、上述した第２２の例による空間コンパウンド処理を実施して判定
対象とする画像領域を抽出し、これに対応する部分のコンポーネント画像データを抽出す
る。そして、この抽出されたコンポーネント画像データの部分に対し、上述した第１７の
例に示す空間コンパウンド処理における異方性部位の位置の判定を行う。次に、第４異方
性部位判定処理として以下の処理を行う。すなわち、上述した第２２の例による空間コン
パウンド処理を実施して判定対象とする画像領域を抽出し、これに対応する部分のコンポ
ーネント画像データを抽出する。そして、この抽出されたコンポーネント画像データの部
分に対し、上述した第２０の例による空間コンパウンド処理における異方性部位の位置の
判定を行っている。また、送受信条件の変更後は、ステアリング角度０°、＋１０°、－
１０°、－１５°の走査領域でそれぞれ超音波の走査を行ってコンポーネント画像データ
を取得し、空間コンパウンド処理を実施した。
【０１５４】
［実施例２４］
　実施例２４では、空間コンパウンド処理を行う際、ステアリング角度０°の走査領域に
対応するコンポーネント画像データについては４０％の重み付けをし、ステアリング角度
－２０°の走査領域に対応するコンポーネント画像データについては２０％の重み付けを
し、ステアリング角度－１０°の走査領域に対応するコンポーネント画像データについて
は４０％の重み付けをして合成画像データを生成するようにした点を除き、実施例１６と
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同様とした。
【０１５５】
［実施例２５］
　実施例２５では、受信Ｆ値を０．８とした点を除き、実施例２４と同様とした。
【０１５６】
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【表１】
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【０１５７】
【表２】
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【０１５８】
　表１及び表２に示された結果から明らかなように、実施例１～２５は何れも、比較例１
及び２と比較すると、前距腓靭帯部が明瞭に表れていることがわかった。また、空間コン
パウンド処理を行うことにより、前距腓靭帯部以外の領域についての描出性も良好である
ことがわかった。
【符号の説明】
【０１５９】
１００　超音波画像診断装置
２　超音波探触子
１２　送信部
１３　受信部
１４　画像生成部
１５　画像処理部
１６　異方性部位検出部
１８　表示部
１９　制御部

【図１】 【図２】
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